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②
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n
E
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最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

(
1
)
 

り
、
血
統
を
同
じ
く
す
る
家
族
内
に
相
続
財
産
を
止
め
る
こ
と
と
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ロ
ー
マ
法
の
継

受
か
ら
、
民
法
典

(
B
G
B
)
の
立
法
、
お
よ
び
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
了
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
に
関
し
て
詳
細
に
紹
介
・
検
討
し

た
五
十
嵐
論
文
は
、
一
九
五
一
年
の
時
点
で
、
ド
イ
ツ
で
は
遺
留
分
制
度
の
存
在
理
由
・
遺
留
分
権
利
者
の
範
囲
が
根
本
的
に
問
題
と
さ
れ

(2) 

た
こ
と
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
特
に
最
近
に
な
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
(
公
証
実
務
を
中
心
と
す
る
予
防
法
学

的
措
置
な
ど
の
)
生
前
処
分
・
死
因
処
分
の
盛
行
に
よ
り
、
特
に
、
公
証
人
か
ら
、
遺
留
分
が
遺
産
承
継
・
遺
一
言
自
由
の
蛭
格
で
あ
る
と
い

う
批
判
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
以
上
の
よ
う
な
生
前
処
分
・
死
因
処
分
と
遺
留
分
の
衝
突
が
強
く
意
識
さ
れ
る
の
は
、
い

わ
ゆ
る
高
齢
社
会
と
家
族
関
係
の
弛
緩
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
先
進
諸
国
と
同
様
ド
イ
ツ
で
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
経
済
成
長
に
よ
り
、
国
民
の
多
く
の
階
層
で
相
続
財
産
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
、
社
会
保
険
な
ど
の
発
展
で
、
高
齢

者
は
自
分
の
財
産
だ
け
が
老
後
の
生
活
の
原
資
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
相
続
年
齢
も
上
昇
し
、
少
な
く
と
も
子
に
関
し
て
は
、

相
続
の
扶
養
機
能
は
従
前
の
意
味
を
失
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
被
相
続
人
に
は
、
生
前
処
分
・
死
因
処
分
に
よ
っ
て
相
続
財
産
を
操
作
し

よ
う
と
い
う
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
核
家
族
以
上
の
世
代
を
越
え
た
家
族
聞
の
連
帯
は
、
少
な
く
と
も
従
前
と
同
じ
役
割

は
果
た
せ
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
族
聞
の
財
産
の
承
継
と
い
う
相
続
の
機
能
も
、
当
然
に
疑
問
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
血
族
相
続
を
基
礎
と
す
る
法
定
相
続
、
お
よ
び
、
法
定
相
続
に
基
礎
を
持
つ
遺
留
分
制
度
へ
の
疑
問
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
事

情
を
背
景
と
し
て
、
遺
言
自
由
の
優
先
が
説
か
れ
、
遺
留
分
制
度
の
存
在
意
義
が
改
め
て
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
ド
イ
ツ
法
の
現
状

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
他
方
で
、
判
例
は
遺
留
分
を
比
較
的
強
く
保
護
し
て
お
り
、
生
前
処
分
の
盛
行
を
「
非
常
に
問
題
の
あ
る
事
態
の

(3) 

展
開
(
凹
n
y
g
2
3
0加
g骨
伊
豆

g
z
k
E
S唱
ロ
)
」
と
評
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
学
説
に
は
、
遺
留
分
の
性
急
な
改
廃
に
は
反

北法55(3・75)981

対
す
る
見
解
も
多
い
。
そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
存
在
意
義
自
体
も
含
め
て
、
遺
留
分
に
関
し
て
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

(4) 

他
方
で
、
わ
が
国
で
も
、
遺
留
分
は
個
人
主
義
的
な
遺
言
自
由
を
制
限
す
る
保
守
的
な
制
度
で
あ
る
と
い
う
見
解
と
、
反
対
に
、
遺
留
分



説

は
相
続
人
の
平
等
を
保
障
し
、
被
相
続
人
死
亡
後
の
財
産
関
係
の
個
人
主
義
化
、
ひ
い
て
は
平
等
主
義
・
個
人
主
義
を
保
障
す
る
望
ま
し
い

(

5

)

(

6

)

 

制
度
で
あ
る
と
い
う
見
解
と
で
、
そ
の
評
価
は
分
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
最
近
で
は
、
明
示
的
に
態
度
表
明
し
て
い
る
限
り
で
は
、
遺
留

分
に
対
し
て
批
判
的
な
学
説
が
目
立
つ
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
高
齢
社
会
を
前
提
に
、
高
齢
者
の
生
活
保
障
の
手
段
と
し
て
遺
言
を
利
用

(7) 

し
よ
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
遺
留
分
を
批
判
す
る
も
の
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
、
わ
が
国
で
も
、
判
例
は
遺
留
分
を
比
較

的
保
護
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
特
別
受
益
者
へ
の
贈
与
を
遺
留
分
の
計
算
に
加
え
る
判
例
(
最
判
平
成
一

O
年

三
月
二
四
日
民
集
五
O
巻
二
号
四
三
三
頁
)
、
遺
留
分
減
殺
請
求
の
時
効
は
、
単
に
事
実
を
知
っ
た
だ
け
で
な
く
、
減
殺
し
う
る
こ
と
を
知
つ

自命

た
時
か
ら
進
行
す
る
と
い
う
判
例
(
最
判
昭
和
五
七
年
一
一
月
一
一
一
日
民
集
三
六
巻
一
一
号
二
一
九
三
頁
)
な
ど
で
あ
る
。

確
か
に
、
ド
イ
ツ
法
と
わ
が
国
と
で
は
、
遺
留
分
制
度
自
体
を
含
め
て
、
遺
言
な
ど
の
死
因
処
分
に
関
し
て
も
、
相
続
を
め
ぐ
る
法
制
度

(8) 

は
相
当
に
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
先
位
・
後
位
相
続
、
共
同
遺
言
、
相
続
契
約
な
ど
の
、
わ
が
国
に
は
存
在
し
な
い

様
々
な
死
因
処
分
の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
生
前
処
分
に
関
し
て
も
、
様
々
な
予
防
法
学
的
な
措
置
が
発
達
し
て
い
る
。
し

か
も
、
贈
与
・
相
続
税
の
税
制
度
か
ら
も
、
わ
が
国
と
比
べ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
生
前
処
分
は
非
常
に
容
易
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
と
比

べ
て
、
遺
産
承
継
に
つ
い
て
の
マ
ニ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
高
齢
社
会
を
背
景
に
、
被
相
続
人
の
遺
言
の
自
由
が
強

調
さ
れ
、
他
方
で
、
こ
れ
も
高
齢
化
し
た
相
続
人
の
相
続
を
通
じ
て
の
生
活
保
障
の
機
能
の
減
退
ゆ
え
に
、
遺
留
分
に
対
す
る
疑
問
が
提
起

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
反
対
に
、
判
例
は
一
定
の
遺
留
分
の
保
護
を
図
っ
て
い
る
点
で
は
、
両
者
に
は
近
似
性
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ

て
、
両
者
の
違
い
を
前
提
と
し
て
、
遺
留
分
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
無
駄
な
作
業
と
は
い
え
な
い
と
考
え

る
。
し
か
も
、
ド
イ
ツ
で
は
一
九
七
0
年
代
か
ら
何
度
か
遺
留
分
に
関
す
る
法
改
正
が
議
論
さ
れ
て
お
り
、
現
在
そ
の
議
論
は
頂
点
に
達
し

て
い
る
と
も
い
え
、
遺
留
分
の
存
在
論
に
関
す
る
論
点
は
豊
富
に
用
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
‘
ド
イ
ツ
で
の
生
前

処
分
・
死
因
処
分
を
含
め
た
相
続
財
産
に
関
す
る
処
置
の
現
状
を
簡
単
に
紹
介
す
る
(
二
)
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
法
の
違

北法55(3・76)982



ぃ
、
お
よ
び
、
現
在
の
ド
イ
ツ
で
の
遺
留
分
に
関
す
る
議
論
の
背
景
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
る
。
そ
の
う
え
で
、
法
定
相
続
・
遺
留
分
に

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

関
し
て
、
ド
イ
ツ
で
法
改
正
が
問
題
と
さ
れ
た
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
、
年
代
順
に
ド
イ
ツ
の
議
論
を
紹
介
す
る
。
第
一
が
、
非
嫡
出
子
の

栢
続
権
を
承
認
し
た
相
続
法
の
改
正
を
契
機
と
し
て
、
法
定
相
続
・
遺
留
分
が
議
論
さ
れ
た
一
九
七
0
年
代
初
め
(
三
)
。
第
二
が
、
配
偶

者
相
続
権
の
強
化
を
目
的
と
し
た
相
続
法
の
改
正
の
動
き
と
の
関
係
で
の
遺
留
分
を
め
ぐ
る
議
論
(
そ
の
一
環
と
し
て
、
配
偶
者
相
続
権
を

血
族
相
続
に
優
先
す
る
旧
東
ド
イ
ツ
(
D
D
R
)
の
民
法
典
(
Z
B
G
)
も
参
照
さ
れ
た
)
(
四
)
。
最
後
が
、
遺
留
分
が
基
本
法
に
基
礎
を

お
い
て
い
る
の
か
を
中
心
と
す
る
最
近
の
改
正
論
議
で
あ
る
(
そ
の
延
長
線
上
で
、
「
扶
養
・
遺
留
分
・
社
会
扶
助
・
社
会
保
険
の
法
分
野

で
、
親
族
聞
の
経
済
的
連
帯
の
法
的
秩
序
付
け
を
新
た
に
規
律
す
る
の
が
妥
当
か
」
と
い
う
テ
l
マ
を
取
り
上
げ
た
、
二

O
O
二
年
の
ド
イ

ツ
法
曹
大
会
で
の
議
論
も
行
わ
れ
て
い
る
)
(
五
)
。
そ
の
過
程
で
、
各
時
期
毎
に
、
ど
の
様
な
社
会
的
背
景
の
下
で
、
ど
の
様
な
角
度
か
ら
、

遺
留
分
が
問
題
と
さ
れ
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
る
。
最
後
に
、
そ
こ
で
の
議
論
に
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
と
い
う
形
で
(
六
)
、

遺
留
分
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
法
の
最
近
の
動
き
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
l
)
わ
が
国
で
は
、
例
え
ば
、
中
川
善
之
助
・
泉
久
雄
『
相
続
法
(
第
四
版
)
』
(
有
斐
閣
・
二
0
0
0
年
)
六
四
六
頁
。
ド
イ
ツ
で
は
、
例
え
ば
、

ロ
】
江
口
F
Z
S
F
白押さ
&
=
m
o司自開
O
B
B
-
己
・
〉
Z
2
・
・
〈
。
『
『
刊
ヨ
N
E
間
一
町
一
N
凶
{
)
M
R
-
M
N
=
-
一
戸
田
=
個
目
¥
穴
E
n
E
E
G
-
「
nF円
σEnF円目白目的nFE-同町田nzz-回目n-T凶・〉E2・・

S
∞巾
yω
昆
凶
U
E
勺
匂
エ
リ
。
百
個
・
開
山
門
守
『
n
n
E
F
冨
OE円
e

玉
〉
Z2・岨}唱唱()岨印
-urzmw口
出
E
E
m
o
s
a
p
F
司

BnFRn-一明『nnFF
切
開

nr・

-3Armと・

(2)
五
十
嵐
清
「
遺
留
分
制
度
の
比
較
法
的
研
究
(
一
)
(
一
一
)
(
三
)
L

法
協
六
八
巻
五
号
四
五
二
頁
以
下
、
六
九
巻
二
号
一
二
六
頁
以
下
、
六
九

巻
三
号
二
五
人
頁
以
下
(
一
九
五
O
年
1
一
九
五
一
年
)
。
五
十
嵐
論
文
は
、
ロ
ー
マ
法
と
ゲ
ル
マ
ン
法
を
概
観
し
た
後
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
ド
イ

ツ
法
の
遺
留
分
の
成
立
、
現
行
法
の
立
法
過
程
に
至
る
過
程
を
丁
寧
に
跡
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
に
関
し
て
は
、
遺
留
分
の
成
立
に

関
す
る
過
程
か
ら
、
ナ
チ
期
ま
で
の
動
向
を
整
理
し
て
い
る
。

五
十
嵐
論
文
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
異
な
り
、
ド
イ
ツ
で
は
、
遺
留
分
に
関
し
て
国
民
経
済
的
な
見
地
か
ら
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

ロ
l
マ
法
の
全
面
的
影
響
の
下
に
、
近
代
生
活
へ
の
適
合
が
図
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
加
え
て
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
世
襲
財
産
(
虫
色
色
8
5
5
5
m
)

~I: ì去55(3 ・ 77)983



説論

や
単
子
相
続
制
(
〉
ロ
刊
号
B
n
Z
)
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
、
農
地
の
細
分
化
な
ど
の
問
題
は
、
実
質
的
に
防
止
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
法

で
の
遺
留
分
の
法
的
性
質
に
関
し
て
債
権
説
が
と
ら
れ
た
の
も
、
ド
イ
ツ
法
が
ロ

l
マ
法
の
遺
言
自
由
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

法
定
相
続
を
原
則
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
が
相
続
分
説
に
収
束
し
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
と
、
ド
イ
ツ
法
の
遺
留
分
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
ド
イ

ツ
で
は
民
法
典
の
立
法
前
に
も
、
第
一
四
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
(
一
八
七
八
年
)
で
は
、
遺
留
分
の
存
否
に
関
し
て
議
論
さ
れ
、
(
主
に
、
自
営

業
者
の
経
営
の
存
続
を
理
由
と
し
て
)
遺
留
分
に
反
対
の
意
見
も
出
さ
れ
た
が
、
多
数
の
賛
成
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
民
法
典
の
立
法
過
程
で

は
、
遺
留
分
の
法
的
構
成
に
関
し
て
、
債
権
説
と
相
続
分
説
が
議
論
さ
れ
た
が
、
法
技
術
的
観
点
か
ら
前
者
が
妥
当
と
い
う
方
向
で
収
束
し
た
。

そ
の
後
、
遺
留
分
は
特
に
問
題
祝
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
民
法
典
の
成
立
か
ら
三
O
年
を
経
過
し
た
ナ
チ
期
に
、
遺
言
自
由
に
立
脚
す

る
遺
留
分
制
度
に
批
判
が
加
え
ら
れ
、
血
族
相
続
を
重
視
し
て
、
相
続
分
構
成
を
取
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
が
、
や
は
り
改
正
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
の
遺
留
分
を
紹
介
し
た
後
、
五
十
嵐
論
文
は
、
(
ア
)
ド
イ
ツ
は
自
国
の
封
建
制
の
中
か
ら
、
独
自
の
遺
留
分

制
度
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ロ
ー
マ
法
を
継
受
す
る
に
止
ま
っ
た
。
(
イ
)
ロ

l
マ
法
の
継
受
の
間
に
も
、
法
技
術
的
な
議
論
に
終
始
し
、

遺
留
分
の
存
在
理
由
・
範
囲
に
関
す
る
議
論
は
殆
ど
さ
れ
な
か
っ
た
。
(
ウ
)
結
論
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
法
は
、
国
民
生
活
と
の
結
び
つ

き
が
少
な
く
、
学
者
の
概
念
的
議
論
が
中
心
で
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
民
衆
法
だ
っ
た
の
と
対
比
す
る
と
、
法
曹
法
だ
っ
た
と
総
括
し
て
い
る
。
そ

の
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
動
向
な
ど
も
参
照
し
て
、
遺
留
分
制
度
は
扶
養
の
た
め
の
制
度
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

五
十
嵐
清
「
遺
留
分
制
度
」
同
「
比
較
民
法
学
の
諸
問
題
』
(
一
粒
杜
・
一
九
七
六
年
)
二
八
三
百
円
以
下
も
参
照
。
ち
な
み
に
、
そ
の
二
八
九

頁
の
注
(
一
)
で
、
一
九
七
二
年
の
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
が
、
ド
イ
ツ
法
の
最
近
の
動
向
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
法
曹
大
会
で
の
議

論
も
、
遺
留
分
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
現
行
法
が
支
持
さ
れ
、
若
干
の
技
術
的
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
コ
メ
ン
卜
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
五
十
嵐
論
文
が
最
後
に
言
及
し
た
、
一
九
七
二
年
の
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
か
ら
現
在
ま
で
の
ド
イ
ツ
法
の
動
き
を
ト
レ
ー
ス
し
よ
う
と
い

う
の
が
、
本
稿
の
主
な
執
筆
動
機
の
一
環
で
も
あ
る
。

(3)
図
。
戸
否
者
宅
∞
三
M
M
(
己
凶
)
こ
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
後
述
、
五

.
2
.
(
2
)
①
の
紹
介
を
参
照
。

(
4
)
典
型
的
に
は
、
中
川
善
之
助
・
泉
久
雄
『
相
続
法
(
第
四
版
)
』
(
有
斐
閣
・
二

0
0
0
年
)
の
法
定
相
続
と
自
由
相
続
に
関
す
る
、
前
者
か

ら
後
者
へ
の
移
行
を
説
く
記
述
(
一
五
頁
)
、
お
よ
び
、
遺
留
分
に
関
す
る
家
族
主
義
の
敗
退
を
説
く
記
述
(
六
四
七
頁
)
を
参
照
。

(
5
)
最
も
ハ
ツ
キ
リ
し
て
い
る
の
が
、
伊
藤
昌
司
「
遺
留
分
」
森
泉
章
他
編
『
民
法
基
本
論
集
刊
(
家
族
法
)
』
(
法
学
書
院
・
一
九
九
三
年
)
二

九
三
頁
以
下
、
伊
藤
昌
司
『
相
続
法
』
(
有
斐
閑
・
二

O
O
二
年
)
一
一
一
頁
以
下
、
三
六
三
頁
以
下
。
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最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

(
6
)
犬
伏
由
子
「
各
章
の
テ
l
マ
の
位
置
づ
け
と
問
題
点
」
久
貴
忠
彦
編
集
代
表
『
遺
言
と
遺
留
分
・
第
二
巻
(
送
留
分
)
』
(
日
評
・
二

O
O
三

年
)
一
頁
以
下
、
特
に
、
二
頁
以
下
を
参
照
。
す
な
わ
ち
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
家
督
相
続
下
で
は
、
遺
留
分
は
家
産
を
守
る
制
度
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
の
民
法
改
正
時
か
ら
、
保
守
派
か
ら
は
、
遺
留
分
は
均
分
相
続
の
た
め
の
制
度
だ
と
い
う
角
度
か
ら
、
進
歩
派
か
ら
は
、

遺
留
分
は
家
産
の
維
持
の
た
め
の
制
度
だ
と
批
判
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
単
独
相
続
を
守
ろ
う
と
す
る
前
者
の
立
場
が
駆
逐
さ
れ
た
後
に
は
、

遺
留
分
は
個
人
主
義
の
処
分
自
由
に
反
す
る
家
族
主
義
的
制
約
だ
と
い
う
現
在
の
通
説
の
立
場
が
固
ま
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
7
)
例
え
ば
、
佐
藤
隆
夫
「
高
齢
化
社
会
と
相
続
法
の
基
本
問
題
」
新
井
誠
編
『
高
齢
社
会
の
親
子
法
』
(
頚
草
書
房
・
一
九
九
七
年
)
二
八
五
頁

以
下
、
三
O
三
頁
以
下
は
、
高
齢
化
社
会
を
前
提
と
し
て
、
配
偶
者
以
外
の
遺
留
分
、
特
に
、
子
の
遺
留
分
を
問
題
視
し
、
さ
ら
に
、
(
例
え
ば
、

介
護
施
設
な
ど
の
)
第
三
者
に
遺
贈
が
あ
っ
た
場
合
に
も
、
子
の
遺
留
分
に
関
し
て
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
水
野
紀
子
「
『
相
続
さ
せ
る
』
遺
言
の

功
罪
」
久
貴
忠
彦
編
集
代
表
『
遺
言
と
遺
留
分
・
第
一
巻
(
遺
言
)
』
(
日
評
・
二

O
O
一
年
)
一
五
九
頁
以
下
、
一
七
O
頁
以
下
は
、
相
続
さ

せ
る
遺
言
を
契
機
に
、
家
庭
内
で
の
シ
ャ
ド
ウ
ワ
l
ク
の
評
価
に
言
及
し
、
均
分
相
続
の
意
義
を
問
題
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
配
偶
者
と
扶
養

の
必
要
な
子
以
外
に
遺
留
分
は
必
要
な
の
か
と
い
う
形
で
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
。

(
8
)
最
も
大
き
な
違
い
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
法
定
相
続
人
を
相
続
か
ら
除
い
た
り
、
相
続
人
指
定
し
て
第
三
者
を
相
続
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。
さ
ら
に
、
遺
留
分
請
求
は
、
金
銭
債
権
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
の
遺
留
分
制
度
の
違
い
に
関
し
て
は
、

松
尾
知
子
「
ド
イ
ツ
/
フ
ラ
ン
ス
の
遺
留
分
」
日
本
〈
家
族
と
法
〉
学
会
『
家
族
〈
社
会
と
法
〉
』
一
九
巻
(
日
本
加
除
式
出
版
・
二
O

O
三

年
)
五
七
頁
以
下
の
記
述
が
、
簡
に
し
て
要
を
得
て
お
り
、
か
っ
、
七
四
頁
以
下
の
図
表
が
遺
留
分
の
請
求
権
と
遺
留
分
補
充
請
求
権
の
行
使

を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
お
、

B
G
B
の
遺
留
分
の
条
文
で
し
ば
し
ば
改
正
論
議
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
後

掲
五
.
注
(
お
)
に
、
ラ
ウ
シ
ャ

i
(
m
g
R
F
R
)
の
法
改
正
案
と
併
せ
て
訳
出
し
て
あ
る
。

さ
ら
に
、
大
陸
法
で
の
ロ

l
マ
型
(
ド
イ
ツ
法
)
と
ゲ
ル
マ
ン
型
(
フ
ラ
ン
ス
法
、
ス
イ
ス
法
、
日
本
法
)
遺
留
分
の
対
比
に
関
し
て
は
、

高
木
多
喜
男
『
遺
留
分
制
度
の
研
究
』
(
成
文
堂
・
一
九
八
一
年
)
、
特
に
、
七
三
頁
以
下
を
参
照
。
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説

二
.
ド
イ
ツ
に
お
け
る
生
前
処
分
・
死
因
処
分
の
傾
向

北法55(3・80)986

論

1
.
生
前
処
分
・
死
因
処
分
の
盛
行
の
背
景

先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
の
遺
留
分
の
存
在
意
義
が
問
題
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
(
将
来
の
)
被
相
続
人
に
よ
る
生

前
処
分
・
死
因
処
分
の
盛
行
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
生
前
処
分
・
死
因
処
分
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
の
一
つ
は
、
か
つ
て
な

い
程
に
相
続
財
産
が
増
大
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
続
い
た
順
調
な
経
済
成
長
と
平
和
の
ゆ
え
に
、
ド
イ

ツ
で
は
一
九
九
一
年
の
終
わ
り
に
は
、
(
即
座
に
換
金
し
に
く
い
不
動
産
な
ど
を
除
い
た
)
現
金
・
預
金
な
ど
の
貨
幣
性
資
産

3
0
5〈
R'

B
G
m
g
)
だ
け
で
も
、
お
よ
そ
三
・
四
兆
マ
ル
ク
に
達
し
て
い
た
。
専
門
家
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
同
じ
時
期
の
私
有
財
産
の
総
額
は
八
兆
マ

ル
ク
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
九
二
年
に
は
、
控
え
め
に
見
積
も
っ
て
も
、
一
九
五
O
年
か
ら
二

0
0
0
年
の
間
(
二
世
代
の
間
)
に
、
相
続

財
産
は
約
九
倍
に
増
大
す
る
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
の
市
民
は
歴
史
上
最
も
裕
福
で
あ
り
、
多
く
の
相
続
財
産
を

(
1
)
 

残
せ
る
地
位
に
あ
る
。
特
に
、
土
地
・
家
屋
を
始
め
と
す
る
資
産
は
、
価
値
が
増
大
し
、
か
っ
、
国
民
の
多
く
の
階
層
に
行
き
渡
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
相
続
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
い
わ
ゆ
る
富
裕
層
だ
け
だ
と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
旧
西
ド
イ
ツ
地
域
で
は
、
将

来
は
五
人
に
一
人
が
、
旧
東
ド
イ
ツ
地
域
で
は
、
二

O
人
に
一
人
が
、
五
万
ユ

l
ロ
以
上
の
財
産
を
相
続
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
一
九

(
2
)
 

九
九
年
の
予
測
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
相
続
の
対
象
と
な
る
財
産
が
増
加
し
、
か
っ
、
富
裕
層
の
み
な
ら
ず
国
民
の
各
階
層
の
相
続
財
産

が
増
大
し
た
こ
と
が
、
様
々
な
(
将
来
の
)
相
続
財
産
の
処
分
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

加
え
て
、
今
ひ
と
つ
の
背
景
が
、
い
わ
ゆ
る
高
齢
社
会
で
あ
る
。
平
均
的
な
被
相
続
人
は
、
高
齢
化
と
と
も
に
、
ま
ず
は
自
己
の
老
後
の

生
活
保
障
を
、
次
に
、
生
存
配
偶
者
の
生
活
を
考
え
て
、
予
め
財
産
を
処
置
す
る
傾
向
に
あ
る
。
生
存
配
偶
者
の
次
が
、
両
配
偶
者
の
共
通

(3) 

の
子
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
存
配
偶
者
の
相
続
が
、
子
の
相
続
に
優
先
す
る
と
い
う
の
が
死
因
処
分
の
傾
向
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
死



因
処
分
が
子
の
遺
留
分
と
抵
触
す
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
ま
た
、
節
税
を
も
大
き
な
動
機
の
一
環
と
し
て
、
特
に
企
業
承
継
で
だ
が
、
居
住

用
の
家
屋
な
ど
の
財
産
も
相
続
の
前
倒
し
と
し
て
、
多
く
は
子
の
一
人
に
対
し
て
譲
渡
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
も
、
年
金
な
ど
の
社
会

(4) 

保
険
の
お
か
げ
で
、
必
ず
し
も
財
産
の
総
て
を
自
己
の
老
後
の
生
活
に
充
て
る
必
要
が
な
く
な
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
は
、

生
前
処
分
か
ら
除
か
れ
た
子
か
ら
の
、
遺
留
分
の
主
張
が
問
題
と
な
る
。

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

つ
ま
り
、
以
上
の
よ
う
な
生
前
処
分
・
死
因
処
分
の
傾
向
の
ゆ
え
に
、
遺
留
分
が
様
々
な
局
面
で
被
相
続
人
の
財
産
処
分
・
遺
言
自
由
の

桂
桔
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
遺
留
分
に
関
す
る
議
論
を
紹
介
す
る
前
に
、
ド
イ
ツ
で
の
最
近
の
財
産
承
継
の
傾
向

と
遺
留
分
と
の
関
係
を
一
瞥
し
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

2
.
生
前
処
分
・
死
因
処
分
の
傾
向
と
遺
留
分
と
の
関
係

財
産
承
継
の
予
防
法
学
の
分
野
で
多
数
の
業
績
の
あ
る
ラ
ン
ゲ
ン
フ
エ
ル
ド
百
四
旦
同
「
自
加

g
E仏)

一
九
九
六
年
の
「
財
産
承
継

の
変
遷
(
者

g
a
E加
仏
師
同
〈

mBG明。ロ∞
EnyEmn)
と
い
う
論
文
で
、
生
前
処
分
・
死
因
処
分
に
際
し
て
(
公
証
人
に
よ
る
)
予
防
法
学
が

ど
の
よ
う
な
注
意
を
払
う
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
最
近
の
財
産
承
継
の
傾
向
を
、
財
産
承
継
、
企
業
承
継
、
お
よ
び
、
夫
婦
問
の
遺
言

(5) 

に
分
け
て
整
理
し
て
い
る
。
ラ
ン
ゲ
ン
フ
ェ
ル
ド
が
あ
げ
る
、
生
前
処
分
・
死
因
処
分
は
、
一
九
七
0
年
代
か
ら
次
第
に
話
題
に
上
り
、
そ

(
6
)
 

の
後
も
経
済
成
長
に
よ
る
資
産
の
増
加
と
と
も
に
、
か
っ
、
富
裕
層
か
ら
国
民
の
各
階
層
に
及
び
、
そ
の
数
も
増
加
し
て
き
た
よ
う
で
あ
り
、

l土

そ
れ
ら
は
最
近
の
遺
産
承
継
の
傾
向
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
る
。
以
下
で
は
、
主
に
ラ
ン
ゲ
ン
フ
エ
ル
ド
の
論
文
に
依
拠
し
な
が
ら
、
最

近
の
財
産
承
継
と
遺
留
分
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

北法55(3・81)987

(
l
)
生
前
処
分
の
傾
向

①
先
取
り
し
た
相
続

生
前
処
分
で
最
も
多
い
例
が
、

い
わ
ゆ
る
「
先
取
り
し
た
相
続
(
〈

0
2高
官

5
5
5
2切
開
号
室
加
。
)
」
な
い
し
は
、
「
前
倒
し
相
続

(
g
t
s



説

で
あ
ろ
う
。
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乱
立

2
0
開
号
室
明
白
)
」
で
あ
る
。
先
取
り
し
た
相
続
と
は
、
将
来
の
相
続
を
考
慮
し
て
の
、
将
来
の
被
相
続
人
か
ら
の
将
来
の
相
続
人
に
対

す
る
生
前
行
為
と
し
て
の
財
産
の
譲
渡
契
約
で
あ
る
。
主
な
譲
渡
対
象
は
、
居
住
用
家
屋
(
家
族
用
住
宅
・
集
合
住
宅
)
と
人
的
会
社
の
杜

コi

日間

員
の
地
位
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
者
は
企
業
承
継
の
手
段
で
あ
り
、
後
述
の
後
継
者
条
項
と
あ
わ
せ
て
説
明
す
る
方
が
わ
か
り
や
す
い

居
住
用
家
屋
の
先
取
り
し
た
相
続
で
は
、
将
来
の
被
相
続
人
(
譲
渡
人
)
が
自
分
が
居
住
し
て
い
る
家
屋
を
、
譲
渡
人
の
役
権
(
呂
&
ー

σgznv)
と
解
除
権
(
河
既
存

ragsm明
円

R
Z
)
を
留
保
し
て
、
将
来
の
相
続
人
の
一
人
に
譲
渡
す
る
。
同
時
に
、
譲
受
人
か
ら
譲
渡
人
へ

の
年
金
給
付
が
合
意
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
加
え
て
、
譲
受
人
以
外
の
相
続
人
(
こ
れ
を
譲
歩
相
続
人
(
白
σ毛
色
各
自
号
岡
山
『
宮
ロ
)
と
い

う
)
に
対
し
て
、
譲
渡
人
ま
た
は
譲
受
人
か
ら
の
補
償
支
払

F
E
E
g
m
)
が
約
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
役
権
に
関
す
る
民
法
の
規
定
と
は

別
に
、
不
動
産
の
負
担
(
修
繕
費
・
税
金
)
は
所
有
者
た
る
譲
受
人
が
引
き
受
け
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

先
取
り
し
た
相
続
は
、
い
わ
ゆ
る
農
家
相
続
の
分
野
で
は
、
農
場
譲
渡
契
約
と
い
う
形
で
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
規
律
す
る

各
ラ
ン
ト
の
特
別
法
が
あ
る
。
他
方
で
、
家
屋
な
ど
の
不
動
産
の
先
取
り
し
た
相
続
は
、
公
証
実
務
の
生
み
出
し
た
予
防
法
学
的
措
置
の
集

(
7〉

(
8
)

合
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
譲
渡
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
て
、
最
も
重
要
な
問
題
が
、
譲
歩
相
続
人
か
ら
の
遺
留
分
の
主
張
へ
の
処
置
で
あ
る
。
但

し
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
生
前
処
分
か
ら
一

O
年
が
経
過
す
れ
ば
、
遺
留
分
補
充
請
求
権
は
消
滅
す
る

判
例
で
は
、
譲
渡
人
が
譲
渡
契
約
か
ら
一

O
年
以
上
生
存
し
て
も
、
譲
渡
人
が
完
全
に
役
権
を
留
保
し
た
場
合
は
、
贈
与
は
完
了
し
て
お
ら

(
9
)
 

ず
、
譲
受
人
以
外
の
相
続
人
の
遺
留
分
補
充
請
求
権
の
時
効
は
進
行
し
な
い
と
評
価
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
が
贈
与
、

混
合
贈
与
と
認
定
さ
れ
た
場
合
は
、
譲
渡
の
無
償
部
分
が
遺
留
分
の
請
求
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
譲
歩
相
続
人
の
遺
留
分

権
を
封
じ
る
最
も
確
実
な
方
法
は
、
当
然
な
が
ら
、
通
常
は
譲
歩
相
続
人
に
対
す
る
補
償
支
払
(
〉

σ
E
E昌
)
を
約
し
て
の
、
遺
留
分
の

(
m
N
凶N
U

自
国
∞
・
こ
凶
C
回
)
。
し
か
し
、



放
棄
契
約
(
制
出
品
。
ロ
切
。
回
)

で
あ
る
。
し
か
し
、
譲
渡
対
象
の
財
産
が
、
遺
産
の
主
要
部
分
を
構
成
す
る
場
合
は
、
補
償
の
支
払
い
は
必

ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

ラ
ン
ゲ
ン
フ
エ
ル
ド
も
、
先
取
り
し
た
相
続
で
の
重
要
な
契
約
上
の
措
置
は
、
以
上
の
補
償
と
遺
留
分
の
放
棄
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
取
る

べ
き
予
防
法
学
上
の
措
置
が
、
譲
受
人
が
譲
渡
人
よ
り
早
く
死
亡
し
た
場
合
、
譲
渡
人
の
許
可
な
し
に
譲
受
人
が
譲
渡
家
屋
を
売
却
・
担
保

設
定
し
た
場
合
、
譲
受
人
の
財
産
状
態
の
悪
化
に
よ
る
債
権
者
か
ら
の
執
行
の
危
険
へ
の
対
処
、
具
ト
体
的
に
は
、
留
保
し
た
解
除
権
を
登
記

し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
子
が
住
宅
を
建
て
た
り
、
住
宅
を
改
装
す
る
の
が
目
的
で
譲
渡
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
譲

(
間
山
)

受
人
の
支
出
し
た
費
用
の
償
還
と
引
換
で
解
除
権
を
留
保
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
先
取
り
し
た
相
続
は
、
適
正
な
遺
産
承
継
の
手
段
と
い
う
よ
り
も
、
し
ば
し
ば
、
相
続
税
回
避
の
目
的
で
用
い
ら
れ
て
き
た
。

一O
年
の
期
間
を
お
く
と
、
相
続
人
の
税
控
除
が
新
た
に
利
用
で
き
る
。
さ
ら
に
、
親

等
の
近
い
相
続
人
に
対
す
る
税
控
除
額
が
大
き
い
の
が
ド
イ
ツ
法
の
特
徴
で
あ
る
か
ら
、
控
除
分
の
利
用
と
累
進
の
率
を
低
下
さ
せ
る
た
め

(
日
)

に
、
先
取
り
し
た
相
続
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
ド
イ
ツ
の
現
実
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
の
贈
与
・
相
続
税
法
で
は
、

②
配
偶
者
間
の
出
指

配
偶
者
間
の
出
損
(
盟
諸
皇

g
g
t弔

問

EZS)
と
は
、
例
え
ば
、
夫
婦
問
で
の
不
動
産
の
出
揖
(
財
産
移
転
)
で
あ
る
。
当
初
は
無
名
の

(Z5ggE)
出
掃
と
ネ
ー
ミ
ン
グ
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
婚
姻
に
関
係
し
た
出
指

(
m
z
z
g
m
g
n
N
E、
n
E
E加
)
と
呼
ば
れ
る
こ
と

が
多
い
。
そ
の
目
的
は
、
剰
余
共
有
制
の
夫
婦
財
産
の
清
算
の
前
倒
し
、
別
産
制
で
の
任
意
の
剰
余
の
清
算
、
財
産
の
主
要
部
分
へ
の
債
権

(ロ)

者
の
執
行
を
免
れ
る
た
め
の
措
置
、
他
方
の
配
偶
者
の
生
活
保
障
の
た
め
の
措
置
な
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
配
偶
者
間
の
出
揖
は
、
遺

産
承
継
の
た
め
の
独
自
の
契
約
類
型
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
判
例
は
、
離
婚
に
際
し
て
有
責
で
な
い
配
偶
者
が
、
他
方
の
配
偶
者
に

北法55(3・83)989

譲
渡
し
た
不
動
産
を
、
忘
恩
行
為
に
よ
る
贈
与
の
撤
回

6
3
0
図
。
切
)
に
よ
っ
て
回
復
し
よ
う
と
し
た
の
を
退
け
て
、
配
偶
者
間
の
出
指



説

(
日
)

を
贈
与
で
は
な
く
、
家
族
法
上
の
独
自
の
有
償
行
為
だ
と
見
な
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
遺
留
分
と
の
関
係
で
は
、
判
例
は
夫
婦
問
の
出
摘
を
贈

(
比
)

与
と
法
性
決
定
し
て
い
る
。
し
か
も
、
夫
婦
問
の
贈
与
で
は
、
遺
留
分
補
充
請
求
権
の
時
効
期
間
は
、
婚
姻
解
消
時
か
ら
進
行
す
る

(
申
出
目
呂
田
∞
-
M

∞
。
切
)
。
し
た
が
っ
て
、
夫
婦
聞
の
出
摘
は
、
常
に
遺
留
分
補
充
請
求
権
の
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

~.ð. 
肩岡

以
上
の
配
偶
者
聞
の
財
産
移
転
と
の
関
係
で
、
ラ
ン
ゲ
ン
フ
エ
ル
ド
は
、
い
わ
ゆ
る
「
離
婚
条
項
(
∞
n
P
2
E呂
田
片
S
E
n
-ロ
)
」
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
離
婚
条
項
と
は
、
離
婚
の
際
に
不
動
産
、
不
動
産
の
共
有
持
分
の
返
還
、
又
は
、
不
動
産
の
先
買
権
が
定
め

ら
れ
、
返
還
請
求
権
、
取
得
権
が
仮
登
記
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
条
項
は
、
経
営
に
携
わ
っ
て
い
る
配
偶
者
の

債
権
者
か
ら
の
執
行
に
対
処
す
る
た
め
の
、
夫
婦
財
産
契
約
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
取
り
し
た
相
続
、
お
よ
び
、
剰
余
財

産
の
事
前
清
算
の
場
合
に
は
、
そ
の
価
値
へ
の
補
償
と
引
換
で
の
不
動
産
、
共
有
持
分
を
返
還
す
る
条
件
付
の
場
合
だ
け
、
離
婚
条
項
は
妥

当
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
配
偶
者
の
老
後
保
障
の
目
的
で
先
取
り
し
た
相
続
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
配
偶
者
が
若
い
場
合
だ
け
、
離
婚
条
項
は

(
日
)

合
理
性
が
あ
る
。

③
独
立
資
金

ラ
ン
ゲ
ン
フ
エ
ル
ド
に
よ
る
と
、
先
取
り
し
た
相
続
と
異
な
っ
て
、
特
に
、
譲
渡
人
の
財
産
状
態
が
良
好
な
場
合
に
、
し
ば
し
ば
利
用
さ

れ
る
の
が
独
立
資
金
(
〉

E
E吉
田
開
)
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
更
地
、
家
屋
付
き
の
土
地
、
区
分
所
有
権
な
ど
が
、
子
供
の
人
生
の
ス
タ
ー

ト
へ
の
援
助
、
婚
姻
の
基
礎
と
し
て
、
親
か
ら
子
に
譲
渡
さ
れ
る
。
独
立
資
金
に
関
す
る
予
防
法
学
的
措
置
と
し
て
、
ラ
ン
ゲ
ン
フ
エ
ル
ド

は
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
先
取
り
し
た
相
続
と
異
な
り
、
子
の
財
産
的
自
立
の
助
け
の
た
め
の
独
立
資
金
で
は
、
譲
渡
人

は
譲
渡
家
屋
へ
の
役
権
の
設
定
は
行
わ
な
い
。
し
か
し
、
譲
受
人
が
譲
渡
人
よ
り
先
に
死
亡
し
た
場
合
に
備
え
て
、
解
除
権
を
留
保
し
仮
登

記
し
て
お
く
。
さ
ら
に
、
譲
受
人
が
離
婚
し
た
場
合
に
備
え
て
、
譲
渡
財
産
を
剰
余
共
有
制
か
ら
物
権
的
に
除
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ

(
凶
)

の
た
め
に
、
そ
の
旨
を
定
め
た
夫
婦
財
産
契
約
が
締
結
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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④
家
族
プ
l
ル

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

被
相
続
人
が
多
数
の
不
動
産
を
所
有
し
、
か
っ
、
子
の
数
が
多
く
、
し
か
も
、
複
数
の
子
の
内
の
一
人
を
優
遇
し
よ
う
と
考
え
な
い
場
合

に
、
遺
産
承
継
の
措
置
と
し
て
ラ
ン
ゲ
ン
フ
エ
ル
ド
が
推
薦
し
て
い
る
の
が
、
家
族
プ

l
ル

(
E
E辛
口
官
。
】
)
で
あ
る
。
家
族
プ

l
ル
で

は
、
家
産
の
不
動
産
を
管
理
す
る
た
め
に
民
法
上
の
組
合
を
設
立
す
る
。
譲
渡
人
(
両
親
)
は
子
を
組
合
員
と
し
、
全
て
の
不
動
産
の
登
記

簿
に
は
、
組
合
員
で
あ
る
両
親
、
子
が
所
有
者
と
し
て
登
記
さ
れ
る
。
組
合
契
約
で
は
、
業
務
執
行
権
と
収
益
権
の
全
部
又
は
多
く
の
部
分

が
、
両
親
、
お
よ
び
、
生
存
し
た
両
親
の
一
方
に
帰
属
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
る
。
後
継
者
の
資
格
は
、
譲
渡
人
の
子
孫
に
限
ら
れ
、
子
を
残

さ
ず
に
組
合
員
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
そ
の
持
分
は
他
の
組
合
員
に
帰
属
す
る
。
両
親
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
長
男
が
業
務
執
行
を
受
け
継

ぎ
、
収
益
権
・
負
担
は
持
分
割
合
で
各
組
合
員
に
帰
属
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
遺
産
承
継
の
方
法
は
、
財
産
が
多
く
、
家
族
の
教
育
水
準
が

(
げ
)

高
い
場
合
は
、
長
期
の
遺
産
承
継
の
手
段
と
し
て
有
力
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
ラ
ン
ゲ
ン
フ
エ
ル
ド
の
評
価
で
あ
る
。

(
2
)
死
因
処
分
の
傾
向

①
後
継
者
条
項

中
小
企
業
の
形
態
と
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
し
ば
し
ば
人
的
会
社
(
合
名
会
社
・
合
資
会
社
)
が
選
好
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
税
制

度
上
の
利
点
の
よ
う
で
あ
る
。
但
し
、
人
的
会
社
の
社
員
の
地
位
は
本
来
相
続
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
被
相
続
人
た
る
社
員
が
死
亡
し
て
も
、

子
が
地
位
を
承
継
で
き
る
よ
う
措
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
際
に
も
、
会
社
の
指
揮
の
一
元
化
の
た
め
に
、
子
の
一
人
に
企
業

を
承
継
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
会
社
契
約
で
の
「
特
定
後
継
者
条
項
(
古
田

Z
E百同
n
Z
B
F
E唱
E
E在
ロ
)
」
の
定
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
後
継
者
条
項
を
お
い
て
も
、
会
社
持
分
が
遺
産
の
中
で
大
き
な
部
分
を
占
め
る
場
合
は
、
他
の
相
続
人
か
ら
遺
留
分
を
主
張
さ

(
凶
)

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

北法55(3・85)991

さ
ら
に
、
ラ
ン
ゲ
ン
フ
エ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
企
業
承
継
に
関
し
て
は
、
経
営
者
の
生
前
に
後
継
者
を
決
定
し
て
持
分
を
与
え
て
お
く
べ
き



説

(
問
)

で
あ
り
、
死
後
の
手
当
で
は
間
に
合
わ
な
い
。
人
的
会
社
の
持
分
は
、
無
限
責
任
と
労
働
を
要
求
す
る
か
ら
、
子
に
社
員
の
地
位
を
与
え
て

も
、
原
則
と
し
て
贈
与
と
は
解
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
労
務
の
提
供
が
免
除
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
贈
与
と
評
価
さ
れ
る
可
能

(
鈎
)

性
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
早
期
に
譲
渡
し
て
、
一

O
年
の
経
過
を
待
っ
か
、
譲
歩
相
続
人
に
対
し
て
一
定
の
補
償
を
与
え
て
、
遺
留
分
の

幸子"-
前田

生
前
放
棄
を
取
り
付
け
て
お
く
の
が
安
全
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

②
先
位
・
後
位
相
続
と
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言

被
相
続
人
の
血
統
の
家
族
か
ら
相
続
財
産
が
離
脱
す
る
の
を
防
ぎ
な
が
ら
、
生
存
配
偶
者
の
生
活
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
ド
イ

ツ
法
で
利
用
可
能
な
死
因
処
分
が
、
先
位
・
後
位
相
続
(
〈
2
'
E仏
Z
R
V
m円宮町

ED)
と
い
う
法
制
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
配
偶
者
を
相

続
財
産
の
処
分
権
を
持
た
ず
収
益
権
だ
け
が
与
え
ら
れ
る
先
位
相
続
人
(
〈
O
B号
白
)
と
し

(mN=M
切
。
∞
)
、
子
を
後
位
相
続
人

(
Z
R
Z
R
'

σ
目
)
と
す
る
死
因
処
分
で
あ
る
。
先
位
相
続
人
は
、
財
産
を
使
用
・
収
益
で
き
る
が
、
処
分
権
を
持
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
相
続
人
の

遺
産
は
消
耗
せ
ず
、
後
位
相
続
人
に
相
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
子
を
相
続
人
指
定
し
て
、
配
偶
者
に
役
権
だ
け
を
与
え
る
と
い

(
幻
)

う
措
置
に
よ
っ
て
も
同
様
の
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

但
し
、
先
位
・
後
位
相
続
や
役
権
だ
け
を
配
偶
者
に
与
え
る
よ
う
な
死
因
処
分
に
代
わ
っ
て
、
大
分
以
前
か
ら
増
加
し
て
い
る
の
が
、
ベ

ル
リ
ン
式
遺
言
(
回

E
E
q
c
a
g
g乙
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
地
方
の
慣
行
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
様
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
さ
れ
た
ベ
ル
リ

ン
式
遺
言
と
は
、
共
同
遺
言

(
m
S
E
E
n
z島
-w町
四
回
吋

2
5
2円
)
の
一
種
で
あ
る
。
共
同
遺
言
と
は
、
夫
婦
問
だ
け
で
許
さ
れ
て
い
る
遺

言
の
形
態
で
、
夫
婦
が
共
同
で
、
し
か
し
、
各
人
が
一
方
的
に
行
う
二
つ
の
死
因
処
分
で
あ
る

(
Z
M
M
S
R
∞
。
切
)
0

ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
で

は
、
共
同
遺
言
者
の
内
の
生
存
し
た
配
偶
者
が
ま
ず
は
完
全
な
相
続
人
(
〈
。
ロ
刊
号
。
)
と
な
り
、
そ
の
後
に

(
勾
)

婦
の
共
通
の
)
子
が
終
わ
り
の
相
続
人

(ωnvZ守
号
刊
)
と
な
っ
て
、
残
っ
た
財
産
を
相
続
す
る
。

ラ
ン
ゲ
ン
フ
ェ
ル
ド
に
よ
る
と
、
特
に
、
被
相
続
人
の
財
産
が
十
分
で
は
な
い
場
合
に
は
、
子
の
相
続
権
は
後
退
し
て
生
存
配
偶
者
の
生

(
多
く
は
、
共
同
遺
言
し
た
夫

北法55(3・86)992



活
保
障
が
遺
言
の
中
心
的
な
関
心
事
と
な
る
。
高
齢
社
会
を
迎
え
て
、
生
存
配
偶
者
の
余
命
が
延
び
た
こ
と
が
、
以
上
の
よ
う
な
遺
言
慣
行

の
変
化
の
原
因
で
あ
り
、
か
っ
、
子
が
教
育
を
終
了
し
、
独
立
資
金
を
も
ら
っ
た
後
は
、
配
偶
者
の
生
活
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ
と
、
被
相

続
人
が
考
え
て
い
る
と
い
う
事
情
が
見
て
取
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ラ
ン
ゲ
ン
フ
エ
ル
ド
が
指
摘
し
て
い
る
の
が
、
共
同
遺
言
に

付
さ
れ
る
予
防
法
学
上
の
措
置
で
あ
る
、
再
婚
し
た
生
存
配
偶
者
は
相
続
人
の
地
位
を
失
う
と
い
う
条
項
、

い
わ
ゆ
る
再
婚
条
項
(
ぎ
守

門
田
町
言
。
円
宮
町
目
黒
ロ
ロ
個
目
宣
告
目
白
宮
)

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

は
、
減
少
し
て
い
る
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
配
偶
者
の
再
婚
に
関
し
て
、
遺
言
者
は
寛
容
に
な
っ

て
き
て
お
り
、
終
わ
り
の
相
続
人
が
指
定
さ
れ
て
い
て
も
、
(
生
存
配
偶
者
の
処
分
権
を
制
限
す
る
条
項
は
付
さ
れ
ず
)
生
存
配
偶
者
の
処

分
権
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
但
し
、
老
化
し
た
生
存
配
偶
者
が
、
簡
単
に
遺
言
を
変
更
し
た
結
果
、
し
ば
し
ば
紛
争
が
発
生

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
の
遺
言
と
は
異
な
り
、
撤
回
が
不
可
能
な
、
拘
束
力
を
持
っ
た
共
同
遺
言
・
相
続
契
約
に
よ
っ
て
、
遺
言
の
変

更
に
対
す
る
予
防
策
が
講
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
際
に
、
相
当
の
年
齢
に
な
っ
て
遺
言
を
行
う
場
合
は
、
拘
束
力
が
優

先
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
、
例
え
ば
、
終
わ
り
の
相
続
人
で
あ
る
子
の
相
続
割
合
の
変
更
を
禁
じ
る
措
置
が
望
ま
し
い
と
い
う
の
が
、
ラ
ン

(
お
)

ゲ
ン
フ
エ
ル
ド
の
所
見
で
も
あ
る
。

以
上
の
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
で
最
も
重
要
な
の
が
、
最
初
の
相
続
で
子
が
遺
留
分
を
主
張
し
た
場
合
に
備
え
て
、
解
除
条
件
付
で
終
わ
り
の

相
続
人
を
指
定
し
て
お
く
と
い
う
予
防
法
学
上
の
措
置
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
相
続
人
が
死
亡
し
て
、
第
一
の
相
続
で
、
終
わ
り
の
相
続

人
の
一
人
で
あ
る
子

(A)
が
そ
の
遺
留
分
を
主
張
す
れ
ば
、
生
存
配
偶
者
が
死
亡
し
た
第
二
の
相
続
で
は
、

A
は
遺
留
分
だ
け
を
取
得
す

い
わ
ゆ
る
「
処
罰
条
項

3
5
2
2
8
Z
)
」
、
な
い
し
は
、
「
遺
留
分
条
項
(
司
自
n
F
5
F
Z
E
2
8

る
と
い
う
解
除
条
件
が
遺
言
に
付
さ
れ
る
。
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で
あ
る
。
さ
ら
に
、
以
上
に
止
ま
ら
ず
、
第
一
の
相
続
で

A
が
遺
留
分
を
主
張
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
第
二
の
相
続
を
履
行

期
と
す
る
他
の
終
わ
り
の
相
続
人
、
つ
ま
り
、
遺
留
分
を
主
張
し
な
か
っ
た
子

(
B
)
へ
の
最
初
の
相
続
で
の
遺
贈
を
組
み
合
わ
せ
た
遺
言

田町-ロ)」

を
行
う
場
合
も
あ
る
。
そ
の
際
に
、

B
へ
の
遺
贈
は

A
の
遺
留
分
以
外
の
相
続
分
に
及
ぶ
か
ら
、
第
一
の
相
続
で
遺
留
分
を
主
張
し
た

A
が



説

相
続
で
き
る
の
は
、
最
初
の
相
続
で
の
遺
留
分
に
止
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
の
相
続
で
の
子
の
遺
留
分
の
主
張
を
抑
止
す
る
効
果
が
あ

③
障
害
者
遺
言

北j去55(3・88)994

論

り
、
生
存
配
偶
者
の
相
続
権
は
強
く
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
後
者
の
条
項
は
、
そ
の
創
始
者
の
名
前
に
ち
な
ん
で
、
ヤ
ス
ト
ロ
フ
条
項

(M) 

(
』
阻
害
。
矢
田

n
F
O
E
S
Eロ
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

今
ひ
と
つ
、
最
近
の
遺
言
の
傾
向
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
、

遺
言
と
は
、
障
害
者
を
子
に
持
つ
親
が
、

い
わ
ゆ
る
「
障
害
者
遺
言
(
田
島
宮
内
庁
コ

g'門
町
三
曲
目
nE)」

で
あ
る
。
障
害
者

一
方
で
は
(
わ
が
国
の
生
活
保
護
に
当
た
る
)
社
会
扶
助
の
給
付
以
外
の
給
付
を
子
に
与
え
な
が

ら
、
社
会
扶
助
に
よ
る
相
続
財
産
の
減
少
を
防
ご
う
と
す
る
措
置
で
あ
る
。
例
え
ば
、
被
相
続
人
た
る
両
親
の
一
方
が
死
亡
し
て
、
障
害
者

が
相
続
人
と
な
っ
た
場
合
は
、
障
害
者
に
対
す
る
社
会
扶
助
の
給
付
は
遺
産
が
消
耗
さ
れ
る
ま
で
は
給
付
さ
れ
な
い
(
抑

M=出回
。
(
∞
ロ

E
g
h

目。N-白
E
-
P個刊
明
白
円
N
)
)

。
し
か
も
、
社
会
扶
助
主
体
が
社
会
扶
助
を
給
付
し
た
場
合
は
、
給
付
を
受
け
た
受
給
者
の
第
三
者
に
対
す
る
請
求
権

は
、
(
受
給
者
の
死
後
も
)
社
会
扶
助
主
体
に
移
転
す
る
。
さ
ら
に
、
障
害
者
で
あ
る
子
を
相
続
人
か
ら
除
い
た
場
合
も
、
障
害
者
が
遺
留

分
を
主
張
す
れ
ば
、
遺
留
分
権
は
社
会
扶
助
主
体
に
移
転
す
る
(
怒
さ
町
内
∞
ω
E
U
)
。
い
ず
れ
に
せ
よ
障
害
者
の
相
続
し
た
財
産
は
、
社
会

扶
助
主
体
に
移
転
せ
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
う
い
っ
た
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
選
好
さ
れ
る
の
が
、

障
害
者
を
先
位
相
続
人
と
し
、
継
続
的
遺
言
執
行

(
O
E
E
g
g
s
g
z
g
E
5
n
w
g
m
)
を
付
す
と
い
う
措
置
で
あ
る
。
以
上
の
措
置
が
、

被
相
続
人
の
予
定
す
る
と
お
り
の
効
果
を
も
た
ら
す
な
ら
、
遺
言
執
行
に
よ
っ
て
、
三
0
年
間
又
は
相
続
人
の
死
亡
ま
で
は
、
相
続
人
の
債

権
者
は
遺
産
に
執
行
で
き
な
い

(滋
N
N
C
P
N
N
E
-
N
N
Z

∞
C
切
)
。
さ
ら
に
、
障
害
者
は
先
位
相
続
人
で
あ
る
か
ら
、
障
害
者
の
死
亡
後
も
、

先
位
相
続
人
で
は
な
く
、
被
相
続
人
を
相
続
す
る
後
位
相
続
人
の
相
続
し
た
遺
産
に
は
、
社
会
扶
助
主
体
は
執
行
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
う
い
っ
た
社
会
扶
助
の
犠
牲
に
よ
っ
て
障
害
者
を
優
遇
し
よ
う
と
す
る
障
害
者
遺
言
が
良
俗
違
反
と
な
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
得
る
よ

(
お
)

う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
判
例
は
そ
の
有
効
性
を
一
応
は
承
認
し
て
い
る
。



ち
な
み
に
、
障
害
者
遺
言
と
は
反
対
に
、
先
取
り
し
た
相
続
に
よ
っ
て
、
両
親
が
社
会
扶
助
の
給
付
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
は
、

社
会
扶
助
主
体
は
貧
困
に
よ
る
贈
与
の
取
消
権
(
匂
M
∞
図
。
回
)
に
よ
っ
て
、
(
無
償
と
評
価
さ
れ
た
)
譲
渡
行
為
を
取
り
消
し
て
、
請
求
権

(
お
)

を
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
現
象
は
、
親
族
間
の
連
帯
が
保
た
れ
て
い
る
限
り
、
公
共
の
負
担
に
よ
っ
て
で
も
相

続
財
産
を
親
族
団
体
の
中
で
保
持
し
よ
う
と
い
う
相
続
慣
行
の
存
在
を
感
知
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
か
ら
結
論
と
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
(
将
来
の
)
被
相
続
人
が
、
遺
言
自
由
を
そ
の
限
界
ま
で
行
使
し
て
、
(
将
来
の
)
相
続
財

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

産
の
生
前
処
分
・
死
因
処
分
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
際
の
最
大
の
障
害
が
遺
留
分
の
主
張
、
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
遺
産
承
継
の
た
め
の
措
置
と
遺
留
分
と
が
衝
突
し
、
遺
留
分
の
廃
止
な
い
し
は
制
限
が
説
か
れ
る
と
い
う
の
が
、
現
在
の
ド
イ

ツ
法
の
動
向
で
あ
る
と
い
え
る
。
以
上
の
状
況
を
念
頭
に
お
い
て
、
遺
留
分
に
関
す
る
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
議
論
を
、
時
間
を
追
っ
て
見

て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

(
l
)
n
R
a
g
↓F
O
B
g
盟諸口『
O同F
開門
e
g
n
F
T
一回
n
n
F
】
事
ド
河
口
一
声
さ
ら
に
、
エ
l
ベ
ン
ロ
l
ト
は
、
様
々
な
統
計
に
依
拠
し
て
、
相
続
財
産
が
ま

す
ま
す
増
大
し
(
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
銀
行
協
会
の
予
測
で
は
、
不
動
産
の
相
続
額
は
、
一
九
九
一
年
か
ら
二
O
O
年
ま
で
に
、
一
九
八
O
年
か

ら
一
九
八
九
年
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
増
)
、
し
か
も
、
一
部
の
富
裕
層
だ
け
で
は
な
い
、
多
く
の
階
層
で
相
続
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
相
続
税
の
対
象
の
遺
産
の
五
O
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
六
O
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
二
O
万
マ
ル
ク
以
下
だ
が
、
相
続

人
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
相
続
財
産
は
、
二
O
万
マ
ル
ク
か
ら
四
O
万
マ
ル
ク
で
あ
る
な
ど
で
あ
る
。

(
2
)
U
5
5
y
-
E
z
-
-凶
ヨ
司
P
5
2
a口F
円丘町円。口
E
R
F目
。
丘
ロ
ロ
ロ
加
同
広
告
は
己
目
白
門
的
O
E自
E
2
5
F
g
〈
2
5
E
5
5
門戸g

∞2
2
7
2
門戸自明

ロロ円四『
F邑百四
nF仲間唱円吉岡ぷ
tnEm--回BnFZ-
仏伺目印。
N
E
5
2
n
F
2
5回目『
onF門出口町
E
N
E
o
aロs
d・-二口〈
R
F
g
a
E口開
g
母
印
〈
-
m
E
E
8
n
E
N
F個師円相ロ

ι刊己同研
nvmロ』ロユ回同開口同日開
np
回円四・同(。
z
s
n
F
S
E
Y
因。
n-PNOON-
〉
UR--
〉品。・

(3)
冨
E
5ア
SO--
〉
ま
・

(4)
以
上
の
よ
う
な
事
情
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
。
2
R江
主
回
n
Z
5
5
8
P
Uぽ
河
s
e
a
s
n開門同町田開司
F
B
n
F
H
F
N一虫、

(
H
N
g
z
n
F『S
E『開号『開門町四
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説号ι
日間

E
E
5
5
8
8吉田
nFF夜開
)
3
3・∞・
3
吋
宍
を
参
照
。
シ
ー
マ
ン
は
、
高
齢
社
会
を
迎
え
て
、
相
続
人
た
る
子
は
自
己
の
独
立
の
た
め
に
相
続
財

産
を
必
要
と
せ
ず
、
生
存
配
偶
者
の
扶
養
だ
け
が
問
題
と
な
る
と
い
う
事
情
を
前
提
に
、
相
続
の
意
味
が
か
つ
て
と
は
異
な
っ
て
き
て
お
り
、

そ
の
結
果
、
生
前
処
分
・
死
因
処
分
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
を
、
相
続
法
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
呼
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
以
上

の
よ
う
な
処
分
が
遺
留
分
と
緊
張
関
係
に
あ
る
状
況
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
シ

l
マ
ン
の
論
文
は
、
新
井
誠
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続

法
の
再
生
」
『
新
世
紀
に
向
か
う
家
族
法
(
中
川
淳
先
生
古
稀
祝
賀
論
集
)
』
(
日
本
加
除
式
出
版
・
一
九
九
八
年
)
四
O
一
頁
以
下
に
紹
介
さ
れ

て
い
る
。

(
5
)
。
m自
己
与
口
問

g
E
P
N一
日
〉
ロ
ぽ
同
一
宮
色
町
司
〈

R
2
5開閉伺町田
E
gロ
セ
ロ

a
R
P白阿佐
E
E
〉
E号
室
ロ
ロ
や

Z』巧
-3AF
∞
-Mac-R
さ
ら
に
、
遺
留
分
の
主
張

を
回
避
す
る
予
防
法
学
上
の
措
置
に
関
し
て
は
、
ま
と
ま
っ
た
記
述
の
あ
る
、
∞

g
仏
包
者
四
件

B
E
-
-
p
m
R
Z
3
5
5
F
m
C
E
R
n
E
5
G
E

n
Z
E
m
〉
名
共
同
開
色

g
m
m
Z邑
S
E
E
M
5
r
8
n
z
Z咽
3
5
E口開
-M。。ド∞・一
N

凶
『
円
、
及
び
、
公
証
人
の
立
場
か
ら
予
防
法
学
上
の
措
置
の
妥
当
性
を

検
討
す
る
、

mo-ご
)
5
2
N
g
R
Z
S
E
m
-
-
n
m
n
n
z
a
g白
-
z
a
一同)白印刷号円四

n
Z
5
8
N
E
s
tそ
EEmf-)Z2N
】
唱
∞
タ
印
。
旦
四
円

Fnpω
・
ニ
食
肉
よ

∞
一
一
凶
。
町
内
を
参
照
し
た
。

(6)
要
。
-
同
明
日
回
開
。
院

Egn『咽
E
Z
F
n
wロロ加国同町口同日開口
N
B
5関門
eBnvfNm同
ニ
ヨ
少
印
・
己

a
R
は
、
一
九
七
五
年
の
時
点
で
、
ド
イ
ツ
の
相
続
法
の
法
改
正
、

相
続
慣
行
に
つ
い
て
、
そ
の
傾
向
を
概
観
し
た
論
文
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
ド
イ
プ
ラ

l
は
、
先
取
り
し
た
相
続
が
富
裕
層
に
だ
け
普
及
し
て

い
る
の
か
、
国
民
の
各
階
層
に
も
広
が
っ
て
い
る
の
か
に
つ
き
経
験
的
調
査
が
必
要
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
推
測
す
る
に
、
こ

の
時
期
に
は
、
先
取
り
し
た
相
続
は
現
在
ほ
ど
の
広
が
り
を
見
せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
ド
イ
プ
ラ

l
は
、
生
前
処
分
に
よ
る

相
続
法
秩
序
の
空
洞
化
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
∞

-
E品
『
同
・
を
参
照
。

(
7
)
先
取
り
し
た
相
続
に
関
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
藤
原
正
則
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
産
承
継
i

『
信
託
的
』
譲
渡
を
中
心
に
|
」
新
井
誠
編

『
高
齢
社
会
と
エ
ス
テ
イ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
』
(
日
評
・
二

0
0
0
年
)
一
八
五
頁
以
下
、
二
一
四
頁
以
下
を
参
照
。

(8)
以
下
に
、
先
取
り
し
た
相
続
の
模
範
契
約
書
を
訳
出
し
て
お
く
。
出
所
は
、
。

m
E円
E
a
s
p
-
P
。
E
E
a
E
n
E
E
5
E
z
a
E
N
Eナ
ロ
邑

印円四

EO司
mnFFhF.
〉
E2・・。円円。∞
nFEE--唱
AUAF
閉山口・

2
与
問
.

先
取
り
し
た
相
続
契
約
(
役
権
を
留
保
し
た
家
屋
の
譲
渡
)
の
模
範
契
約
書

0
0に
お
い
て
、
公
証
人

O
Oの
面
前
で
、

O
年

O
月
O
日
に
、
公
証
人

O
Oの
面
前
で
交
渉
を
行
っ
た
、

1
・
夫
婦
A
(
譲
渡
人
)
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最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

2
.
A
の
息
子
、

S
A
氏
(
譲
受
人
)

は
、
公
証
の
た
め
に
以
下
の
通
り
意
思
表
示
し
た
。

先
取
り
し
た
相
続
契
約

第
一
条
契
約
目
的
・
負
担

譲
渡
人
は
、

O
Oの
登
記
簿
に
、
以
下
の
契
約
目
的
物
の
各
々
半
分
の
持
分
の
所
有
者
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い
る
(
登
記
簿
の
宅
地
の
表
示
)
。

契
約
目
的
物
は
、

0
0銀
行
の
た
め
の

0
0
マ
ル
ク
の
土
地
債
務
の
負
担
が
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
も

0
0
マ
ル
ク
の
限
度

で
残
債
務
が
あ
る
。

0
0銀
行
は
譲
受
人
に
よ
る
債
務
引
受
に
同
意
を
与
え
る
と
約
し
た
。

第
二
条
先
取
り
し
た
相
続
契
約

譲
渡
人
は
、
契
約
目
的
物
を
受
領
す
る
譲
受
人
に
対
し
て
、
契
約
目
的
物
を
相
続
の
先
取
り
と
し
て
譲
渡
す
る
。

第
三
条
所
有
権
の
移
転

本
契
約
の
当
事
者
は
、
上
記
の
所
有
権
移
転
を
合
意
し
、
登
記
の
移
転
を
申
請
す
る
。

第
四
条
引
渡
・
担
保
責
任

以
下
で
合
意
さ
れ
た
出
掲
者
の
権
利
を
留
保
し
た
上
で
、
収
益
権
、
負
担
、
危
険
負
担
と
共
に
、
本
契
約
書
の
日
付
の
次
月
の
最
初
の
日
に
、

引
渡
が
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

物
及
び
権
利
の
液
庇
に
関
す
る
担
保
責
任
は
、
総
て
排
除
さ
れ
る
。

第
五
条
費
用
・
租
税

契
約
及
び
履
行
の
費
用
、
並
び
に
、
そ
れ
が
課
さ
れ
る
場
合
は
、
贈
与
税
は
、
譲
受
人
が
負
担
す
る
。

第
六
条
債
務
引
受

免
責
的
債
務
引
き
受
け
に
よ
り
、
譲
受
人
は
単
独
で
、
第
一
条
仁
表
示
さ
れ
た
土
地
債
務
の
元
本
・
利
息
の
弁
済
を

O
年

O
月

O
Bよ
り
負

担
す
る
。
債
務
引
受
に
対
す
る
同
意
は
、
譲
受
人
が
自
身
で
取
り
付
け
る
。
本
契
約
に
よ
り
、
譲
受
人
は

O
O銀
行
に
対
し
て
、
年
利

O
Oパ
ー

セ
ン
ト
の

0
0
マ
ル
ク
の
返
済
義
務
を
負
担
し
、
以
上
の
債
務
は
土
地
へ
の
執
行
と
無
関
係
に
譲
受
人
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

0
0銀
行

の
申
立
に
よ
り
、
何
時
で
も
、
本
契
約
書
に
基
づ
く
強
制
執
行
正
本
が
交
付
さ
れ
る
。
債
務
引
受
の
同
意
の
時
に
、
本
契
約
に
よ
り
、
第
一
条

~t.法55(3 ・ 9 1) 997



説'=:，b. 
E岡

に
表
示
し
た
土
地
債
務
に
関
し
て
、
譲
渡
人
は
譲
受
人
に
所
有
者
と
し
て
の
権
利
の
代
理
権
を
授
与
す
る
。

第
七
条
役
権
の
留
保

譲
渡
人
は
双
方
と
も
民
法
四
二
八
条
の
連
帯
債
権
者
と
し
て
、
契
約
目
的
物
に
対
し
て
、
生
涯
に
わ
た
る
無
償
の
役
権
を
留
保
す
る
。
譲
渡

人
の
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
も
、
役
権
の
内
容
は
変
わ
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
役
権
者
の
死
亡
の
証
明
に
よ
っ
て
抹
消
さ
れ
る
旨
を
付
記
し
て
、

上
記
の
役
権
の
登
記
の
申
請
が
行
わ
れ
る
。

法
規
定
に
よ
る
負
担
の
分
配
と
は
別
に
、
本
契
約
書
の
定
め
が
な
け
れ
ば
所
有
者
が
負
担
す
べ
き
だ
っ
た
、
不
動
産
に
関
す
る
負
担
の
総
て

は
、
特
に
、
特
別
な
改
良
・
改
装
の
費
用
も
含
め
て
、
役
権
の
存
続
中
は
役
権
者
が
負
担
す
る
。
以
上
の
内
容
を
持
っ
た
役
権
の
登
記
が
申
請

さ
れ
た
。

以
上
の
二
人
の
連
帯
債
権
者
の
使
用
を
、
同
時
で
あ
ろ
う
と
、
交
代
で
で
あ
ろ
う
と
、
か
っ
、
生
存
者
の
一
人
が
単
独
で
目
的
物
の
総
て
を

使
用
す
る
こ
と
を
、
所
有
者
は
受
忍
す
る
義
務
が
あ
る
。
連
帯
債
権
者
の
一
人
は
、
他
方
の
関
与
な
し
で
、
役
権
を
廃
棄
、
変
更
、
あ
る
い
は
、

処
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

譲
渡
人
は
、
消
費
貸
借
が
不
動
産
に
使
用
さ
れ
、
返
還
の
目
的
が
そ
の
消
費
貸
借
へ
の
弁
済
に
限
ら
れ
、
返
還
請
求
権
が
譲
渡
人
に
譲
渡
さ

れ
、
か
っ
、
譲
渡
人
の
た
め
に
抹
消
の
仮
登
記
が
不
動
産
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
た
場
合
は
、
譲
受
人
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
に
役
権
は

順
位
を
譲
る
義
務
を
負
、
っ
。

本
契
約
書
に
よ
っ
て
、
代
理
人
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
時
期
か
ら
、
譲
渡
人
は
譲
受
人
に
、
抵
当
権
に
対
し
て
役
権
を
後
順
位
と
す
る
代
理

権
を
授
与
す
る
。
但
し
、
債
務
が

0
0
マ
ル
ク
、
年
利
又
は
一
時
払
い
の
金
利
と
、
費
用
を
含
め
て
、
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
金
利
ま
で
の
条
件

で
で
あ
る
。
代
理
権
が
行
使
で
き
る
の
は
、
同
時
に
譲
渡
人
の
た
め
に
抹
消
の
仮
登
記
が
申
請
さ
れ
、
不
動
産
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
た
場
合
に

限
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
上
記
の
順
位
の
制
限
を
、
登
記
所
は
尊
重
す
る
必
要
は
な
い
。

譲
渡
人
の
双
方
、
譲
渡
人
の
内
で
長
く
生
存
し
た
者
は
単
独
で
、
役
権
に
代
わ
っ
て
、
終
身
定
期
金
又
は
継
続
的
負
担
と
し
て
年
金
を
支
払

う
よ
う
請
求
で
き
る
。
年
金
の
年
額
は
、
前
年
の
不
動
産
の
収
益
額
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
、
ま
ず
基
準
と
な
る
の
は
、
不
動
産

所
在
地
の
一
般
的
な
賃
料
の
年
額
と
す
る
。
年
金
は
月
毎
に
月
初
め
に
分
割
し
て
前
払
い
さ
れ
る
。
将
来
の
年
間
収
益
の
調
整
、
そ
の
他
の
物

価
調
整
は
可
能
で
あ
る
。
不
動
産
所
有
者
は
、
不
動
産
の
不
可
欠
の
改
装
、
保
存
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
っ
、
そ
の
た
め
に
借
り
入
れ
た
借

入
金
の
、
元
本
で
は
な
く
利
息
を
、
不
動
産
の
収
益
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
年
金
権
へ
の
転
換
が
請
求
さ
れ
た
場
合
は
、
役
権
の
抹
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最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

消
と
引
換
で
、
土
地
負
担
が
登
記
さ
れ
る
。

5
8
.
返
還
請
求
権

以
下
の
場
合
に
、
官
民
図
。
切
の
連
帯
債
権
者
と
し
て
、
譲
渡
人
は
、
譲
渡
目
的
物
の
所
有
権
を
回
復
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

譲
受
人
が
譲
渡
人
の
承
諾
な
し
で
、
譲
渡
目
的
物
の
全
部
又
は
一
部
を
、
処
分
又
は
担
保
に
供
し
た
場
合
。
あ
る
い
は
、

|
譲
渡
目
的
物
に
強
制
執
行
が
開
始
さ
れ
、
か
っ
、
四
週
間
以
内
に
執
行
手
続
き
が
停
止
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
。
あ
る
い
は
、

l
譲
受
人
が
譲
渡
人
よ
り
先
に
死
亡
し
た
場
合
。

返
還
請
求
権
の
行
使
に
関
し
て
は
、
譲
渡
人
の
生
前
は
譲
渡
人
の
共
同
で
だ
け
解
除
権
が
行
使
で
き
る
旨
、
合
意
さ
れ
た
。
但
し
、
返
還
請

求
権
の
行
使
の
結
果
、
譲
渡
人
の
合
有
と
す
る
か
、
譲
渡
人
の
選
択
す
る
持
分
割
合
で
の
共
有
と
す
る
か
、
単
独
所
有
と
す
る
か
は
、
譲
渡
人

の
自
由
で
あ
る
。
譲
渡
人
の
一
人
が
死
亡
し
た
後
は
、
返
還
請
求
権
は
生
存
す
る
譲
渡
人
が
単
独
で
行
使
で
き
る
。

返
還
請
求
権
の
保
全
の
目
的
で
、
官
民
切
。
切
の
連
帯
債
権
者
た
る
譲
渡
人
の
た
め
に
、
一
方
の
死
亡
後
は
生
存
す
る
譲
渡
人
の
た
め
に
、
譲

渡
目
的
物
に
所
有
権
回
復
の
請
求
権
の
仮
登
記
が
申
請
さ
れ
る
。

返
還
請
求
の
意
思
表
示
は
、
公
正
証
書
に
よ
り
、
か
っ
、
返
還
請
求
権
者
が
返
還
請
求
の
原
因
の
発
生
を
知
っ
た
時
か
ら
六
週
間
以
内
に
、

公
正
証
書
の
正
本
又
は
認
証
さ
れ
た
抄
本
の
形
で
、
返
還
義
務
者
に
通
知
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

譲
受
人
が
譲
渡
人
よ
り
先
に
死
亡
し
た
場
合
は
、
抑
】
∞
】
回
。
切
の
制
限
を
付
さ
れ
な
い
、
か
っ
、
譲
受
人
の
死
後
は
撤
回
で
き
な
い
、
所
有
権

の
回
復
に
必
要
な
総
て
の
意
思
表
示
の
表
意
と
受
領
に
代
理
権
を
、
本
契
約
に
よ
っ
て
、
譲
渡
人
の
各
自
が
取
得
す
る
。

譲
受
人
が
譲
渡
人
よ
り
先
に
死
亡
し
た
場
合
は
、
譲
渡
人
は
譲
受
人
の
相
続
人
に
対
し
て
、
増
価
が
現
存
す
る
限
り
で
、
有
益
費
と
引
換
給

付
で
返
還
請
求
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
譲
渡
人
は
、
償
還
額
と
相
殺
で
、
譲
受
人
が
償
還
す
べ
き
費
用
を
借
り
受
け
る
た
め
に
受

け
た
、
消
費
貸
借
と
そ
の
担
保
の
た
め
に
設
定
し
た
抵
当
権
を
、
債
務
の
残
額
で
、
引
き
受
け
る
義
務
を
負
う
。
償
還
額
の
争
い
が
あ
る
場
合

は
、
地
域
の
商
工
会
議
所
の
派
遣
す
る
仲
裁
鑑
定
人
に
よ
っ
て
償
還
額
が
定
め
ら
れ
る
。
鑑
定
の
費
用
は
、
当
事
者
が
折
半
で
負
担
す
る
。

本
契
約
の
定
め
は
、
以
上
と
す
る
。

(
9
)
例
え
ば
、
要
。

5
2間
関
与
刊
号
。
P
F
明

M
凶

M
M

∞
。
戸
河
口
-
M
M

・
-E-g門
戸
全
・
〉

E
P
∞m
n
r
を
参
照
。

(
叩
)
前
掲
、
注

(
5
)
「

g
m
g
E
P
S
O
-
-
∞
民
C
M
-

(
日
)
相
続
時
か
ら
一

O
年
以
内
の
被
相
続
人
か
ら
の
相
続
人
へ
の
贈
与
は
、
相
続
税
の
計
算
に
算
入
さ
れ
る
(
副
主

開
円

σ∞
5)。
し
た
が
っ
て
、
相

北法55(3・93)999



説論

続
よ
り
一

O
年
よ
り
以
前
に
贈
与
し
て
お
け
ば
、
累
進
税
率
を
低
く
押
さ
え
ら
れ
る
上
に
(
で
宙
開
号
∞

5)
、
贈
与
・
相
続
税
に
共
通
の
基
礎
控

除
額
(
早
mgoEm)
を
二
回
利
用
で
き
る
(
副
広
開
『
ego)
。
但
し
、
相
続
で
は
、
贈
与
と
異
な
り
、
特
別
な
控
除
が
利
用
で
き
る
(
副
コ

即
志
向
。
)
点
で
、
控
除
の
点
で
は
相
続
が
有
利
で
あ
る
。

(
ロ
)
前
掲
、
注

(
5
)
F
S伺
g
E
P
S
O
-
-
∞・民

3
・

(
日
)
例
え
ば
、
切
。
出
Z
M
d
司
冨
∞
タ
】
小
ご
は
、
離
婚
だ
け
で
は
忘
恩
行
為
に
よ
る
撤
回
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
し
て
い
る
。
配
偶
者
間
の
出
摘
の

法
的
性
質
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、

N
E
U
O問
自
由
詩
色
町
『

8加
2
8ロ円
gww白
F
S
m
N
a
g
g
N
5
5
E
E
m
g
J
F
B
m
N
N
o
g
-
∞
-Aa凶
町
内
・
を
参
照
。

(
凶
)
例
え
ば
、
切
の
E
N
∞
M-MS・

(
日
)
前
掲
、
注

(
5
)
Eロ
加

S
E
a
-
s。・・∞・民
8
・

(
凶
)
前
掲
、
注

(5)
「阿国明伺え

apso--∞
-NSN-

以
下
に
、
独
立
資
金
と
配
偶
者
間
の
出
捕
の
模
範
契
約
書
を
訳
出
し
て
お
く
。
出
所
は
、
前
掲
注

(
8
)
Eロ
加

g
庁

E
・
E
-
s
a・

0
0に
お
い
て
、

O
年

O
月
O
日
に
、
公
証
人

O
Oの
面
前
で
交
渉
を
行
っ
た
、

1
.

ヵ
l
ル
・

A
氏
、
商
人

2
.
A
氏
の
娘
、
ア
ニ
タ

-
B
氏
(
婚
姻
前
の
姓
は
、

A
)

3
.
ァ
ニ
タ
・

B
の
夫
、
フ
リ
ッ
ツ
・

B
氏

は
、
以
下
の
通
り
意
思
表
示
し
た
。

独
立
資
金
と
配
偶
者
聞
の
出
指

A
.
独
立
資
金

第
一
条
契
約
目
的
物

A
氏
は
、
賃
借
入
の
立
ち
退
い
た
後
は
空
き
家
の
、
登
記
簿
に
よ
れ
ば
負
担
の
な
い
、

産
の
表
示
)
。

第
二
条
独
立
資
金

A
氏
は
、
そ
の
結
婚
を
考
慮
し
て
、
ア
ニ
タ

-
B
氏
(
婚
姻
前
の
姓
は
、

A
)
に
、
独
立
資
金
と
し
て
、
契
約
目
的
物
を
譲
渡
す
る
。
両
者

一
家
族
用
住
宅
の
所
有
者
で
あ
る
(
登
記
簿
の
不
動

北j去55(3・94)1000 



最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

は
所
有
権
移
転
に
合
意
し
、
登
記
移
転
を
申
請
す
る
。

第
三
条
返
還
請
求
権

(
l
)
娘
の
ア
ニ
タ
・

B
氏
が
離
婚
し
た
場
合
は
、

A
氏
は
契
約
目
的
物
の
返
還
を
請
求
で
き
る
。

A
氏
は
、
ア
ニ
タ

-
B氏
の
請
求
に
よ
っ

て
、
そ
れ
が
証
明
さ
れ
た
限
り
で
、
ア
ニ
タ
・

B
氏
又
は
ア
ニ
タ
・

B
氏
の
夫
が
契
約
目
的
物
に
支
出
し
た
費
用
の
償
還
、
お
よ
び
、
費
用
支

出
の
た
め
に
受
け
た
借
入
金
を
単
独
で
負
担
す
る
義
務
を
負
う
。

(2)
返
還
請
求
権
の
担
保
の
た
め
に
仮
登
記
は
行
わ
な
い
。

第
四
条
引
渡
、
担
保
責
任

引
渡
は
、
即
日
行
わ
れ
る
。
権
利
お
よ
び
物
の
取
庇
に
関
す
る
担
保
責
任
は
、
総
て
排
除
さ
れ
る
。

B
.
配
偶
者
聞
の
出
掲

第

一

条

出

掲

予
定
さ
れ
て
い
る
契
約
目
的
物
の
補
修
の
た
め
に
、
ア
ニ
タ
・

B
氏
は
、
夫
フ
リ
ッ
ツ
・

B
氏
に
婚
姻
を
条
件
と
し
て
、
契
約
目
的
物
の
二

分
の
一
の
共
有
持
分
を
譲
渡
す
る
。
所
有
権
の
移
転
は
合
意
さ
れ
、
登
記
の
申
請
が
行
わ
れ
る
。

第
二
条
返
還
請
求
権

(
1
)
出
摘
し
た
配
偶
者
は
、
婚
姻
が
解
消
さ
れ
た
場
合
は
、
本
契
約
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
た
共
有
持
分
の
返
還
を
請
求
す
る
権
利
を
持
つ
。

(2)
出
掃
の
受
領
者
が
、
婚
姻
前
の
財
産
、
婚
姻
中
に
相
続
、
遺
贈
、
贈
与
、
又
は
、
独
立
資
金
に
よ
っ
て
取
得
し
た
財
産
に
よ
り
、
不
動

産
に
費
用
を
支
出
し
た
場
合
は
、
返
還
請
求
と
引
換
で
費
用
の
償
還
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
3
)
出
揖
者
は
、
返
還
請
求
と
引
換
で
、
不
動
産
に
支
出
し
た
抵
当
債
務
を
単
独
で
、
か
っ
、
出
掲
の
受
領
者
を
債
権
者
か
ら
解
放
す
る
形

で
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
4
)
本
条
二
項
の
定
め
る
受
領
者
に
対
す
る
償
還
を
控
除
し
た
上
で
、
出
揖
者
の
剰
余
が
少
な
く
と
も
婚
姻
中
の
不
動
産
の
価
値
上
昇
と
同

額
以
上
の
場
合
に
限
っ
て
、
返
還
請
求
が
可
能
で
あ
る
。

(
5
)
上
記
の
約
定
に
従
っ
て
、
返
還
請
求
と
費
用
の
償
還
請
求
の
後
の
財
産
状
態
を
基
礎
と
し
て
、
返
還
請
求
と
引
換
給
付
で
、
法
定
の
剰

余
清
算
が
行
わ
れ
る
。
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説自命

ア
ニ
タ
・

B
氏
の
所
有
権
の
回
復
の
請
求
権
は
仮
登
記
さ
れ
る
。
仮
登
記
は
合
意
さ
れ
、
申
請
さ
れ

(6)
返
還
請
求
権
の
保
全
の
た
め
に
、

た。
第
三
条
引
渡
、
担
保
責
任

(
1
)
引
渡
は
、
即
日
行
わ
れ
る
。
フ
リ
ッ
ツ
・

B
氏
は
そ
の
妻
の
共
有
持
分
の
回
復
請
求
権
の
仮
登
記
に
同
意
し
、
登
記
申
請
が
な
さ
れ
た
。

(
2
)
権
利
お
よ
び
物
の
椴
杭
に
関
す
る
、
総
て
の
担
保
責
任
は
排
除
さ
れ
る
。

c.
費
用
、
租
税

第

一

条

費

用

本
契
約
と
そ
の
履
行
の
費
用
は
、

B
夫
婦
が
折
半
し
て
負
担
す
る
。

第

二

条

租

税

本
契
約
に
関
す
る
租
税
は
、
各
自
の
取
得
す
る
部
分
に
つ
い
て
両
当
事
者
が
負
担
す
る
。
公
証
人
は
贈
与
税
に
関
し
て
説
明
を
行
っ
た
。

本
契
約
の
定
め
は
、
以
上
と
す
る
。
署
名

(
口
)
前
掲
注

(
5
)
F
S伺
g
E
P
S
9・∞
-
M
a
S
R

以
下
に
、
家
族
プ
l
ル
の
模
範
契
約
書
を
訳
出
し
て
お
く
。
出
所
は
、
前
掲
注

(8)
「
白
話

S
P
E
-
-
N
P
E
K
H・

0
0に
お
い
て
、

O
年
O
月
O
日
に
、
公
証
人

O
Oの
面
前
で
交
渉
を
行
っ
た
、

1
・
A
夫
婦

2
.
そ
の
子

B
お
よ
び

C

は
、
公
証
の
た
め
に
以
下
の
通
り
意
思
表
示
し
た
。

北法55(3・96)1002

民
法
上
の
家
族
組
合
の
設
立

A
夫
婦
は
、
各
自
二
分
の
一
の
持
分
で
、
不
動
産
登
記
簿

O
Oに
O
O所
在
の
不
動
産
の
所
有
者
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い
る
。
本
契
約
に
よ

る
A
夫
婦
の
目
的
は
、
以
上
の
賃
貸
中
の
集
合
住
宅
が
建
築
さ
れ
た
不
動
産
を
、
役
権
を
留
保
し
て
、

A
夫
婦
の
子

B
及
び

C
と
共
に
、
民
法

上
の
組
合
の
財
産
と
し
、
子
等
に
先
取
り
し
た
相
続
に
よ
っ
て
出
資
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。

本
契
約
に
よ
っ
て
、

A
夫
婦
は
、
官
呂
田
。
切
の
連
帯
債
権
者
と
し
て
、
及
び
、
生
存
配
偶
者
は
単
独
の
権
利
者
と
し
て
、
上
記
の
不
動
産
に



最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

生
涯
の
役
権
を
設
定
す
る
。
法
定
の
負
担
の
分
配
と
異
な
り
、
本
契
約
書
の
定
め
が
な
け
れ
ば
所
有
者
が
負
担
す
べ
き
で
あ
っ
た
不
動
産
の
負

担
、
特
に
、
特
別
な
改
装
・
改
良
の
費
用
も
含
め
て
、
役
権
者
が
負
担
す
る
。
役
権
は
、
以
上
の
内
容
で
、
か
っ
、
役
権
者
の
死
亡
の
証
明
に

よ
っ
て
役
権
の
抹
消
が
可
能
と
な
る
と
い
う
措
置
と
共
に
、
登
記
さ
れ
る
。

A
夫
婦
は
、
本
契
約
に
よ
っ
て
同
時
に
設
立
さ
れ
る
、

A
夫
婦
と
そ
の
子
B
及
び

C
を
組
合
員
と
す
る
民
法
上
の
組
合
に
、
上
記
の
不
動
産

を
出
資
す
る
。
上
記
の
不
動
産
の
所
有
権
が
、

A
夫
婦
か
ら
組
合
員
の

A
夫
婦
と
日
・

C
に
移
転
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
所
有
権
移
転
登

記
が
合
意
さ
れ
、
登
記
申
請
さ
れ
た
。

同
時
に
設
立
さ
れ
た
民
法
上
の
組
合
契
約
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
条
法
形
式
、
名
称

本
組
合
は
、
民
法
上
の
組
合
で
あ
る
。
本
組
合
の
名
称
は
、
庭
園
通
五
丁
目
A
B
C有
限
責
任
不
動
産
管
理
組
合
と
称
す
る
。

第

二

条

目

的

本
組
合
は
、
庭
園
通
五
丁
目

O
O所
在
の
不
動
産
の
所
有
と
管
理
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条
組
合
員
、
持
分
、
利
益
の
配
当
、
回
復
請
求
権

(
1
)
本
組
合
の
組
合
員
は
、

A
夫
婦
、
及
び
、
そ
の
子

B
・
C
と
す
る
。

(2)
組
合
員
の
持
分
、
お
よ
び
、
利
益
と
損
失
の
負
担
、
解
散
の
清
算
金
の
分
配
は
、
平
等
で
あ
る
。

(
3
)
A
夫
婦
、
及
び
、
そ
の
一
方
の
生
存
者
は
、
本
契
約
に
よ
り
、
以
下
の
場
合
に
、
無
償
で
出
指
し
た
組
合
の
持
分
の
回
復
請
求
権
を
留

保
す
る
。
す
な
わ
ち
、

A
夫
婦
の
子
孫
が
子
孫
を
残
さ
ず
死
亡
し
た
場
合
、
又
は
、
子
孫
の
財
産
状
態
が
破
綻
し
た
場
合
、
又
は
、
本
契
約
第

一
二
条
二
項
に
規
定
す
る
議
決
権
の
代
理
権
の
授
与
に
同
意
し
な
い
か
、
代
理
権
の
授
与
を
撤
回
し
た
場
合
。

返
還
請
求
の
相
手
方
の
組
合
財
産
へ
の
出
掲
が
証
明
さ
れ
た
場
合
は
、
返
還
請
求
の
相
手
方
、
又
は
、
そ
の
子
孫
の
請
求
に
よ
り
、
償
還
さ

れ
る
。

第

四

条

出

資

全
組
合
員
の
出
資
は
、

A
夫
婦
に
よ
る
上
記
の
不
動
産
に
よ
っ
て
払
い
込
ま
れ
、
上
記
の
割
合
で
記
帳
さ
れ
る
。

第
五
条
会
計
年
度

会
計
年
度
は
、
暦
年
と
す
る
。
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説論

第
六
条
剰
余
の
計
算

(
1
)
各
会
計
年
度
の
終
了
後
二
ヶ
月
以
内
に
、
組
合
の
業
務
執
行
組
合
員
は
、
剰
余
計
算
と
し
て
、
前
会
計
年
度
の
結
果
に
関
す
る
計
算
書

を
提
出
す
る
義
務
を
負
う
。

(
2
)
上
記
の
会
計
報
告
に
関
す
る
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
は
、
当
該
の
商
工
会
議
所
の
仲
裁
鑑
定
人
の
一
人
に
よ
っ
て
会
計
報
告
が
作
成

さ
れ
る
。
以
上
の
会
計
報
告
は
、
組
合
の
費
用
で
行
わ
れ
、
組
合
員
に
対
し
て
拘
束
力
を
持
つ
。

第

七

条

管

理

(
1
)
前
会
計
年
度
の
会
計
報
告
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
次
会
計
年
度
の
経
済
計
画
が
作
成
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
、
区
分
所
有
権
法
一
二
条
五

項
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。

(
2
)
特
に
、
前
会
計
年
度
の
剰
余
の
最
低
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
、
適
正
な
修
繕
積
立
金
が
用
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
八
条
剰
余
の
分
配
、
控
除
、
先
取

(
1
)
先
取
控
除
、
及
び
、
修
繕
積
立
金
を
差
し
引
い
た
後
、
確
定
さ
れ
た
会
計
年
度
の
剰
余
の
残
余
は
、
組
合
員
に
分
配
す
る
こ
と
が
で
き

ヲ
命
。(

2
)
剰
余
は
、
組
合
持
分
の
割
合
で
分
配
さ
れ
る
。

(
3
)
組
合
員
は
剰
余
の
先
取
控
除
の
月
額
を
、
前
会
計
年
度
の
会
計
報
告
を
基
礎
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
組
合
契
約
の
解
約

(
l
)
A
夫
婦
の
生
存
者
が
死
亡
し
て
五
年
が
経
過
す
る
年
の
終
わ
り
か
ら
は
、
各
会
計
年
度
の
終
了
六
ヶ
月
前
ま
で
は
、
理
由
の
い
か
ん
を

問
わ
ず
、
各
組
合
員
は
組
合
契
約
を
解
約
で
き
る
。
法
定
の
解
約
事
由
は
、
以
上
の
解
約
権
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
。

(
2
)
解
約
の
通
知
は
、
書
留
郵
便
で
他
の
組
合
員
に
郵
送
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
解
約
が
期
間
を
遵
守
し
て
い
る
か
否
か
は
、
郵
便
物

の
消
印
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

(
3
)
解
約
の
効
果
は
、
組
合
の
解
散
で
は
な
く
、
解
約
し
た
組
合
員
の
脱
退
に
止
ま
る
。
組
合
は
残
余
の
組
合
員
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
る
。

組
合
員
が
一
人
と
な
っ
た
場
合
は
、
組
合
員
は
組
合
財
産
を
包
括
的
に
承
継
す
る
。

(
4
)
匂
民
回
。
切
に
よ
り
債
権
者
が
組
合
契
約
を
解
約
し
た
場
合
、
組
合
員
の
財
産
に
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
た
場
合
、
匂
凶
斗
切
の
切
に
よ
り

組
合
員
が
除
名
さ
れ
た
場
合
も
、
同
様
に
組
合
員
は
組
合
か
ら
脱
退
す
る
。
以
上
の
場
合
も
、
一
人
と
な
っ
た
組
合
員
の
組
合
の
譲
受
権
は
、

北法55(3・98)1004
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同
様
で
あ
る
。

第
一

O
条
脱
退
し
た
組
合
員
へ
の
補
償

(
1
)
脱
退
し
た
組
合
員
へ
の
補
償
は
、
務
斗
ω
∞
『
円
切
の
切
の
規
定
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

(
2
)
具
体
的
な
補
償
は
、
当
該
の
商
工
会
議
所
の
任
命
し
た
公
的
な
不
動
産
鑑
定
士
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
関
係
者
を
拘
束
す
る
。
以
上
の

費
用
は
、
組
合
が
負
担
す
る
。

第
一
-
条
業
務
執
行
と
代
理

(
1
)
上
記
の
不
動
産
の
売
却
、
担
保
設
定
は
、
共
同
の
決
定
に
よ
っ
て
だ
け
決
議
さ
れ
る
。

(
2
)
前
項
の
場
合
以
外
の
業
務
執
行
と
代
理
は
、
そ
の
時
々
の
最
年
長
の
組
合
員
だ
け
が
遂
行
で
き
る
。
但
し
、
執
行
組
合
員
は
、
組
合
員

に
個
人
責
任
を
負
担
さ
せ
る
権
原
は
な
い
。
そ
の
限
り
で
、
責
任
は
組
合
財
産
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
。
業
務
執
行
組
合
員
は
、
以
上
の
責
任
制

限
を
、
代
理
権
を
行
使
す
る
際
に
、
一
般
的
に
、
及
、
ぴ
、
そ
の
都
度
、
必
要
と
さ
れ
る
方
法
で
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
一
条
組
合
の
議
決

(
1
)
組
合
員
の
議
決
は
、
全
員
の
一
致
に
よ
る
。

(
2
)
A
夫
婦
及
び

A
夫
婦
の
生
存
者
以
外
の
組
合
員
は
、
そ
の
要
請
に
よ
り
、

A
夫
婦
及
び
生
存
者
に
、
議
決
の
代
理
権
を
授
与
し
、
自
己

の
議
決
権
の
不
行
使
の
義
務
を
負
う
。

第
二
二
条
組
合
持
分
の
相
続

(
1
)
A
夫
婦
の
一
方
が
死
亡
し
た
後
は
、
相
続
人
が
生
存
配
偶
者
及
び

A
夫
婦
の
共
通
の
子
孫
で
あ
る
限
り
で
、
組
合
は
相
続
人
に
よ
っ
て

継
続
さ
れ
る
。

A
夫
婦
の
生
存
者
が
死
亡
し
た
後
は
、
相
続
人
が

A
夫
婦
の
婚
姻
か
ら
誕
生
し
た
子
孫
で
あ
る
限
り
で
、
組
合
は
生
存
者
の
相

続
人
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
組
合
員
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
そ
れ
が
死
亡
組
合
員
の
相
続
人
で
あ
る
限
り
で
、
死
亡
組
合
員
の
子

孫
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
相
続
人
は
、
組
合
員
と
は
な
ら
な
い
。

(
2
)
死
亡
組
合
員
の
持
分
は
、
相
続
分
又
は
被
相
続
人
の
指
定
に
よ
っ
て
、
複
数
の
相
続
人
間
で
分
割
さ
れ
る
。

(
3
)
組
合
員
が
組
合
員
と
な
り
う
る
相
続
人
を
残
さ
ず
に
死
亡
し
た
場
合
は
、
組
合
は
他
の
組
合
員
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
る
。
以
上
の
場
合

に
は
、
死
亡
組
合
員
の
相
続
人
は
補
償
を
受
け
な
い
。
但
し
、
以
上
の
場
合
に
、
死
亡
組
合
員
の
配
偶
者
は
、
上
記
の
不
動
産
に
関
し
て
、
死

亡
組
合
員
の
持
分
割
合
に
応
じ
た
負
担
を
伴
っ
て
、
割
合
的
な
生
涯
役
権
を
取
得
す
る
。
配
偶
者
が
再
婚
し
た
場
合
は
、
役
権
は
消
滅
す
る
。
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説論

第
一
四
条
書
式

以
上
の
契
約
の
変
更
又
は
補
充
は
、
書
面
に
よ
る
必
要
が
あ
る
。
書
面
の
要
請
を
放
棄
す
る
場
合
も
、
問
機
で
あ
る
。
以
上
の
場
合
以
外
の

法
定
の
方
式
は
、
以
上
の
規
定
の
影
響
を
受
け
な
い
。

第
一
五
条
最
終
規
定

(
I
)
以
上
の
契
約
上
の
規
定
の
一
部
が
無
効
で
あ
っ
て
も
、
他
の
規
定
は
有
効
と
す
る
。

(
2
)
無
効
な
規
定
は
、
無
効
と
さ
れ
た
規
定
の
目
的
を
最
大
限
満
足
さ
せ
得
る
規
定
に
よ
っ
て
代
替
で
き
る
。

(
3
)
組
合
員
は
相
互
に
、
信
義
則
に
よ
り
、
組
合
の
利
益
が
要
請
し
、
か
っ
、
組
合
員
の
予
見
し
う
る
内
容
の
、
組
合
契
約
の
変
更
、
補
充

の
義
務
を
負
う
。

本
契
約
の
定
め
は
、
以
上
と
す
る
。
署
名

(
問
)
以
上
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
忠
告
?
〉
B
5
4そ
包
丘
町
戸
開
号

g
E
E
〈

q
q
z
p
ム
〉

E
2
J
Z
g
m
者同

E
n
E雪'切同時
m
F
-
3∞
・
河
口
・

3
M
-
Eこ
M-u
な

ど
を
参
照
。
但
し
、
(
限
定
さ
れ
た
)
後
継
者
条
項
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
組
合
、
人
的

会
社
の
割
合
が
比
較
的
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
人
的
会
社
は
無
限
責
任
社
員
の
死
亡
と
共
に
清
算
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
継
続
条
項
(
明
。
ュ

8
F

Z
口
開
国

E
g邑
ロ
)
を
会
社
契
約
に
入
れ
て
、
他
の
社
員
に
よ
り
事
業
が
継
続
さ
れ
る
か
、
死
亡
し
た
社
員
の
相
続
人
に
よ
っ
て
社
員
の
地
位
が
相

続
さ
れ
る
よ
う
措
置
を
講
じ
る
。
そ
の
上
で
、
(
ア
)
第
三
者
に
会
社
に
加
入
す
る
権
利
を
与
え
る
条
項
盲
目
ロ
亘

5
E
E
Eロ
)
を
お
く
。
但
し
、

そ
の
条
項
は
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
だ
か
ら
、
第
三
者
の
受
諾
の
意
思
表
示
が
必
要
で
あ
る
。
(
イ
)
普
通
に
行
わ
れ
る
の
は
、
後
継
者

条
項
、
し
か
も
、
限
定
さ
れ
た
後
継
者
条
項
(
吉
田
区
N
5
8
2
R
Y玄
関
刊
広
告
出
色
ロ
)
を
会
社
契
約
に
お
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
後
継
者

と
さ
れ
た
者
が
、
無
限
責
任
社
員
と
同
様
の
割
合
で
会
社
の
持
分
を
取
得
し
、
共
同
相
続
人
間
の
相
続
割
合
は
遺
産
分
割
で
だ
け
意
味
を
持
つ

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
結
果
的
に
は
、
社
員
の
地
位
を
包
括
相
続
か
ら
脱
落
さ
せ
、
特
定
相
続

(Mg母
お
号
室
町
内
)
に
服
さ
せ
る
措
置
で
あ

ヲ心。
以
下
に
、
合
資
会
社
(
列
。
g
B
S円
安
君
主

gzm)
の
特
定
後
継
者
条
項
を
訳
出
し
て
お
く
。
出
所
は
、
沼
田
H
H
F

回
国
呂
田
g
z呂
f

切
E
n
E
M管
内
同
日
三

宮内
-
2
2
(国

amy窓
口
ロ

n
z
g
qぐ
E
E加∞
E
E
g
n
F切
仏
・
円
。
田
町

-znE色
55nzf回
・
出
向
・
入
国

oao
担
刊
明
伺
四
月
)
・

第
一
四
条
(
社
員
の
死
亡
)

(
1
)
社
員
の
一
人
の
死
亡
に
よ
っ
て
会
社
は
解
散
す
る
こ
と
な
く
、
社
員
の
社
員
権
割
合
を
考
慮
し
て
、
後
継
者
た
り
得
る
相
続
人
、
又
は
、
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受
遺
者
、
又
は
、
以
上
の
者
が
存
在
し
な
い
場
合
は
、
他
の
社
員
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
る
。
死
亡
し
た
社
員
の
相
続
人
か
ら
受
遺
者
へ
の
会
社

の
社
員
権
の
譲
渡
に
は
、
本
契
約
一
三
条
の
要
求
す
る
他
の
社
員
の
同
意
を
必
要
と
し
な
い
。

(
2
)
後
継
者
た
り
得
る
の
は
、
他
の
社
員
、
又
は
、
社
員
の
子
孫
に
限
る
。
無
限
責
任
を
負
う
社
員
の
社
員
権
の
後
継
者
は
、
本
条
三
項
で

異
な
っ
た
定
め
の
な
い
限
り
は
、
有
限
責
任
社
員
と
な
る
。

(
3
)
死
亡
ま
で
無
限
責
任
社
員
で
あ
っ
た
者
は
、
死
因
処
分
に
よ
っ
て
、
自
己
の
社
員
権
の
後
継
者
を
無
限
責
任
社
員
と
す
る
権
利
を
持
つ
。

但
し
、
そ
の
者
が
満
二
八
歳
以
上
で
、
業
務
執
行
に
必
要
な
教
育
と
資
質
を
持
つ
場
合
に
限
る
。

(
4
)
従
来
は
社
員
で
な
か
っ
た
、
複
数
の
相
続
人
又
は
受
遺
者
が
有
限
責
任
社
員
と
な
っ
た
場
合
は
、
以
上
の
者
は
共
通
の
代
理
人
に
よ
っ

て
だ
け
、
議
決
権
を
行
使
で
き
る
。
但
し
、
会
社
契
約
の
変
更
又
は
術
充
に
関
す
る
決
議
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
共
通
の
代
理

人
た
り
得
る
の
は
、
社
員
又
は
法
律
、
経
済
、
税
務
の
職
業
に
就
く
法
定
の
守
秘
義
務
を
負
う
者
に
限
ら
れ
る
。
有
限
責
任
社
員
の
団
体
は
、

単
純
多
数
決
に
よ
っ
て
、
特
に
、
共
通
の
代
理
人
の
選
任
、
解
任
の
決
定
、
及
び
、
代
理
人
へ
の
指
図
の
決
定
を
行
う
。
本
契
約
八
条
四
項
か

ら
六
項
の
規
定
が
、
準
用
さ
れ
る
。
共
通
の
代
理
人
が
任
命
さ
れ
な
い
限
り
、
共
通
の
代
理
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
事
項
に
関
し
て
は
、

有
限
責
任
社
員
の
議
決
権
は
休
止
す
る
。

(
m
m
)

前
掲
、
注

(
5
)
C口問
g
E
P
S
O
-
-
∞
-Mag

(
却
)
例
え
ば
、
前
掲
、
注

(
9
)
E
E
F
o
p
p
s
o
-
-
河口一

-
R
を
参
照
。

(
幻
)
先
位
・
後
位
相
続
に
関
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
前
掲
注

(
7
)
藤
原
、
一
九
六
頁
以
下
を
参
照
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
相
続
法
研
究
会
(
代

表
)
佐
藤
義
彦
「
遺
言
(
五
)
(
六
)
(
七
)
(
八
)
|
ド
イ
ツ
相
続
法
注
解
2
1
」
民
商
一

O
四
巻
三
号
四
一
七
頁
以
下
、
一

O
四
巻
四
号
五
三

六
頁
以
下
、
一

O
四
巻
五
号
六
三
八
頁
以
下
、
一

O
四
巻
六
号
八
二
五
頁
以
下
に
詳
細
な
解
説
と
検
討
が
あ
る
。

(n)
共
同
遺
言
、
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
に
関
し
て
も
、
と
り
あ
え
ず
、
前
掲
、
注

(
7
)
藤
原
二

O
五
頁
以
下
を
参
照
。

(
お
)
前
掲
、
注

(
5
)
戸田口加

g
E
P
S
O
-
-
m
-民
主
-

(
剖
)
以
上
の
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
と
遺
言
条
項
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
注

(
l
)
E
2
8円F
河口・出品@岡山口

-
S
O
R
を
参
照
。
さ
ら
に
、
ヤ
ス
ト
ロ
フ
条

項
の
実
効
性
に
関
し
て
は
、
』
G
G
宮内

qmFt』白
N
F
E出向『
O
F
ァ
3
-
n
E
o
-
-
E
2
8
Z
2
2
mヨ
E
H
F
E
E
t
-
N
m〈

3
3・
∞
・
己
公
開
・
が
詳
細
で
あ
る
。

以
下
に
、
ベ
ル
リ
ン
式
遺
一
言
、
遺
留
分
条
項
、
ヤ
ス
ト
ロ
フ
条
項
を
訳
出
し
て
お
く
。
出
所
は
、

g
s
g
g
z
E
S
F
者
O
E
S加
m
g
g
g
p

玄
包
『
『
刊
仏
国
四
口
明
。
-
¥
『
O
M
S
B
g【ロロ仏間四
σ
S
H
A
g加(穴
0
5
5
S
E
C
-
N・〉
E
2
・e
臼
n
F
者四回円い円相『・

3
∞
a-
∞・

2
-同・
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山説論

(相

E
的
な
相
続
人
指
定
)

我
々
は
相
互
に
他
方
を
単
独
相
続
人
に
指
定
す
る
。
生
存
配
偶
者
の
死
亡
後
に
関
し
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
定
め
を
置
か
な
い
。

(
変
更
権
を
留
保
し
た
上
で
の
終
わ
り
の
相
続
人
へ
の
子
の
指
定
)

我
々
の
内
の
生
存
配
偶
者
が
死
亡
し
た
後
の
終
わ
り
の
相
続
人
、
及
び
、
我
々
の
双
方
が
同
時
に
死
亡
し
た
場
合
の
相
続
人
は
、
法
定
相
続

に
従
っ
た
、
法
定
相
続
の
順
序
で
の
、
我
々
の
共
通
の
子
孫
と
す
る
。

終
わ
り
の
相
続
人
は
、
先
に
死
亡
し
た
配
偶
者
の
補
充
相
続
人
と
す
る
。

但
し
、
生
存
配
偶
者
は
、
共
通
の
子
孫
を
選
択
す
る
限
り
は
、
終
わ
り
の
相
続
人
の
指
定
を
単
独
で
変
更
又
は
補
充
す
る
権
利
を
有
す
る
。

他
の
表
現
を
与
え
る
な
ら
、
生
存
配
偶
者
は
、
子
孫
の
聞
の
相
続
分
を
変
更
し
、
共
通
の
子
孫
に
遺
贈
を
与
え
、
他
の
子
孫
を
遺
留
分
に
制
限

し
、
そ
の
要
件
が
具
備
さ
れ
た
と
き
は
、
遺
留
分
を
剥
奪
で
き
る
。
但
し
、
生
存
配
偶
者
は
、
子
孫
以
外
の
者
に
対
す
る
死
因
処
分
を
行
う
こ

と
は
で
き
な
い
。

終
わ
り
の
相
続
人
の
指
定
は
、
相
続
契
約
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
も
で
き
る
。

(
遺
留
分
条
項
)

我
々
の
一
方
が
死
亡
し
た
際
に
、
子
の
一
人
、
な
い
し
は
、
そ
の
子
孫
が
、
遺
留
分
を
主
張
し
た
場
合
は
、
子
、
な
い
し
は
、
そ
の
子
孫
は
、

我
々
の
第
二
の
死
亡
の
際
も
、
遺
留
分
だ
け
を
受
け
る
。

(
ヤ
ス
ト
ロ
フ
条
項
)

我
々
の
一
方
が
死
亡
し
た
際
に
、
子
の
一
人
、
な
い
し
は
、
そ
の
子
孫
が
、
遺
留
分
を
主
張
し
た
場
合
は
、
以
下
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

遺
留
分
を
主
張
し
な
か
っ
た
子
孫
は
、
第
一
の
相
続
で
法
定
相
続
分
相
当
額
の
、
但
し
、
履
行
期
は
第
二
の
相
続
開
始
時
と
さ
れ
た
、
遺
贈

を
与
え
ら
れ
る
。
第
一
の
相
続
で
遺
留
分
を
主
張
し
た
子
孫
は
、
我
々
の
内
の
後
の
死
亡
者
の
相
続
に
お
い
て
も
、
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
る
。

(
お
)
図
。
出
N
-
ニ
い
a・
さ
ら
に
、
前
掲
、
注

(
4
)
印
n
F
5
E
S
E
-
S
0
・∞

-MS
を
参
照
。
以
上
は
最
も
有
効
と
考
え
ら
れ
て
い
る
障
害
者
遺
言
の
例

だ
が
、
例
え
ば
、
ラ
イ
ナ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
に
よ
る
と
、
障
害
者
遺
言
の
方
法
に
は
、
三
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
(
ア
)
遺
留
分
を
わ
ず
か
に
越
え

る
相
続
分
を
障
害
者
に
与
え
る
。
(
イ
)
障
害
者
の
相
続
分
に
関
し
て
、
継
続
的
遺
言
執
行
者
を
指
定
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
障
害
者
も
そ
の
後

見
人
も
障
害
者
の
財
産
を
処
分
で
き
な
い
。
遺
産
へ
の
社
会
扶
助
主
体
か
ら
の
求
償
も
排
除
さ
れ
る
。
社
会
扶
助
の
猶
予
財
産
(
印
n
E
S
S
B
G
'

mg)
と
な
る
支
出
(
小
遣
、
誕
生
日
の
お
祝
い
、
休
暇
の
旅
行
費
な
ど
)
は
、
遺
言
執
行
者
か
ら
障
害
者
に
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
障

北法55(3・102)1008 



最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

害
者
は
相
続
を
放
棄
し
て
遺
留
分
を
主
張
で
き
る
が
(
蜘
N
凶
ま
ご
む
回
。
∞
)
、
遺
留
分
は
社
会
扶
助
主
体
の
求
償
の
対
象
と
な
る
だ
け
だ
か
ら
、

実
際
は
遺
留
分
は
主
張
し
な
い
。
(
ウ
)
本
文
に
紹
介
し
た
、
障
害
者
を
先
位
相
続
人
と
し
、
遺
言
執
行
者
を
付
け
る
方
法
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
(
ア
)
で
は
、
障
害
者
の
相
続
し
た
財
産
へ
の
求
償
は
排
除
で
き
ず
、
(
イ
)
で
は
、
障
害
者
の
死
亡
後
は
求
償
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、

(
ウ
)
の
方
法
だ
け
が
、
社
会
扶
助
主
体
か
ら
の
求
償
を
回
避
し
て
、
公
共
の
負
担
で
家
族
内
に
財
産
を
維
持
す
る
と
い
う
目
的
が
達
成
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
遺
産
の
額
が
大
き
い
場
合
は
、
障
害
者
の
死
後
に
求
償
が
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
学
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
多
数

の
学
説
は
、
(
ウ
)
を
良
俗
違
反
だ
と
は
解
し
て
い
な
い
。
理
由
は
、
先
位
・
後
位
相
続
は
、
遺
産
を
長
期
に
渡
っ
て
家
族
内
に
保
存
す
る
正
当

な
措
置
。
障
害
者
が
相
続
す
る
は
ず
だ
っ
た
財
産
に
ま
で
求
償
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
い
う
社
会
の
一
般
的
な
音
ム
識
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

但
し
、
社
会
扶
助
の
補
充
性
(
∞
与
田
区
号
室
こ
か
ら
は
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
社
会
扶
助
の
補
充
性
は
、
第
三
者
が
社
会

扶
助
受
給
者
に
対
し
て
扶
養
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
社
会
扶
助
受
給
者
が
求
償
可
能
な
財
産
を
自
ら
処
分
し
た
場
合
の
原
則

だ
か
ら
、
抵
触
し
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
岡
山
己
H
M
R
H
J
S
F
開
号
『
白

n
F
F
M
〉

zp回向
n
F
N
O
S
-
t・MNE--
品同町・

(
M
m
)

以
上
の
問
題
に
関
し
て
は
、

U
F『W
N
O
S
E
r
r
u
q
M
N
E
n民
C
『
品
開
包
括
窓
口
名
目
n
y
b
g
〈

2
R
5
5ロ∞
n
Zロr
m
g
-
U
E
n
w
q
h
r
Z
E
S
Z
2
4
3
a
が
詳
細

な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

(
一
九
七
二
年
)
と
、

そ
の
前
後
の
議
論

三
.
第
四
九
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会

1
.
議
論
の
発
端

(
l
)
非
嫡
出
子
の
相
続
権
の
承
認
と
配
偶
者
相
続
権
の
見
直
し

第
一
次
世
界
大
戦
中
の
戦
費
調
達
を
目
的
と
す
る
国
家
相
続
権
の
た
め
の
相
続
法
の
改
正
論
議
、
お
よ
び
、
ナ
チ
期
の
遺
留
分
の
改
正
論

(
l
)
 

議
を
除
け
ば
、
そ
の
改
正
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
法
定
相
続
・
遺
留
分
に
関
す
る
改
正
の
議
論
が
、
民
法
典
の
制
定
以
来
初
め

て
持
ち
上
が
っ
た
き
っ
か
け
は
、
配
偶
者
相
続
権
の
改
正
で
あ
り
、
か
っ
、
配
偶
者
相
続
権
の
改
正
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
非
嫡
出
子
の
相

北法55(3・103)1009



説

続
権
の
承
認
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
六
九
年
に
非
嫡
出
子
法
(
。
何
回
O
R
5
0司
島

O
B
n
z
r
z
n
g
o
-
-
Z
D
m
号円

E
n
z
n
y
m
-
-
n
F
S
E
E
R
-

音ム
ロ岡

沼
恒
(
}
)
に
よ
り
、
従
来
は
相
続
権
の
な
か
っ
た
非
嫡
出
子
に
相
続
分
相
当
額
の
金
銭
賠
償
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
嫡
出
子
と
同
様
の
相

(2) 

続
権
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
際
の
副
産
物
と
し
て
、
例
え
ば
、
被
相
続
人
と
生
活
を
共
に
し
な
い
非
嫡
出
子
と
、
生
活
を
共
に
し
て
被
相
続

人
の
財
産
形
成
に
協
力
し
た
嫡
出
子
と
の
相
続
の
実
質
的
な
平
等
を
図
る
た
め
に
、
寄
与
分
の
規
定
(
抑
N
0
3
田
切
の
回
)
が
民
法
典
に
導
入

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
様
の
理
由
、
お
よ
び
、
突
然
に
非
嫡
出
子
か
ら
相
続
権
を
主
張
さ
れ
る
配
偶
者
の
期
待
(
驚
惇
)
を
考
慮
し
て
、
配

偶
者
の
相
続
権
も
引
き
上
が
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
順
位
の
相
続
人
で
あ
る
子
と
共
同
相
続
す
る
と
き
は
、
配
偶
者
の

法
定
相
続
分
は
四
分
の
一
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
剰
余
共
有
制
の
場
合
は
、
四
分
の
一
の
相
続
分
プ
ラ
ス
剰
余
清
算
の
請
求
の
可
能

(3) 

性
の
他
に
、
剰
余
清
算
に
代
わ
っ
て
四
分
の
一
だ
け
相
続
権
を
増
額
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
(
剰
余
共
有
制
で
の
)
剰

余
の
清
算
も
、
(
共
有
制
で
の
)
共
有
持
分
の
清
算
も
で
き
な
い
別
産
制
で
は
、
非
嫡
出
子
の
相
続
分
よ
り
も
配
偶
者
が
少
な
く
な
る
と
い

う
、
配
偶
者
に
と
っ
て
過
酷
な
事
態
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
特
に
、
念
頭
に
お
か
れ
た
の
が
、
(
剰
余
共
有
制
で
は
、
営
業
を
行
っ
て

い
る
配
偶
者
の
債
権
者
か
ら
の
夫
婦
の
財
産
へ
の
執
行
の
危
険
が
あ
る
か
ら
、
)
し
ば
し
ば
別
産
制
が
合
意
さ
れ
て
い
る
、
家
業
経
営
を
行
っ

て
い
る
夫
婦
の
ケ

l
ス
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
せ
め
て
配
偶
者
の
相
続
分
を
子
の
相
続
分
以
上
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
夫
婦
別
産
制
で
の
配
偶
者
の
相
続
分
は
、
子
が
一
人
又
は
二
人
の
場
合
は
、
子
と
等
し
く
な
る
と
法
改
正
が
行
わ
れ
た
(
明
石
己
宅

{
A
9
}
 

W
O
切
)
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
結
果
、
夫
婦
別
産
制
を
と
る
方
が
、
却
っ
て
、
剰
余
共
有
制
を
取
る
よ
り
も
相
続
に
関
し
て
有
利
に
な
る
可
能

性
が
で
て
く
る
。
例
え
ば
、
子
が
一
人
の
場
合
、
別
産
制
で
の
配
偶
者
の
相
続
分
は
、
二
分
の
一
と
な
り
、
剰
余
共
有
制
で
は
、
法
定
相
続

分
が
四
分
の
つ
剰
余
清
算
に
代
わ
る
相
続
分
が
四
分
の
一
で
、
合
計
二
分
の
一
と
な
る
が
、
別
産
制
で
は
、
初
め
か
ら
自
己
の
財
産
は
別

産
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
も
っ
と
も
、
子
が
二
人
の
場
合
は
、
配
偶
者
の
相
続
分
は
三
分
の
つ
子
が
三
人
以
上
な
ら
、

(5) 

四
分
の
一
で
あ
る
が
)
。
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最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

そ
こ
で
、
以
上
の
よ
う
な
不
均
衡
を
是
正
す
る
た
め
に
、
一
九
六
九
年
五
月
一
四
日
の
連
邦
議
会
で
、
非
嫡
出
子
法
の
制
定
を
議
決
す
る

際
に
、
「
次
回
の
会
期
に
民
法
典
の
相
続
法
、
特
に
、
配
偶
者
と
子
の
相
続
権
の
改
正
を
提
出
す
る
。
そ
の
際
に
、
本
日
決
議
し
た
法
律
に

(6) 

含
ま
れ
る
相
続
法
上
の
規
定
も
併
わ
せ
て
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
決
議
が
行
わ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
夫
婦
財
産
制
に
よ
る

相
続
分
の
不
均
衡
だ
け
が
問
題
で
は
な
く
、
一
九
世
紀
に
起
草
さ
れ
た
民
法
典
が
前
提
と
す
る
農
業
社
会
か
ら
産
業
社
会
へ
の
移
行
、
そ
れ

(

7

)

(

8

)

 

に
伴
っ
た
血
族
相
続
(
〈
史
君
包
含
g
R
σ
B
n
Z
)
の
見
直
し
な
ど
も
、
改
正
論
議
の
背
景
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
は
な
い
の
だ
が
。
し
か
し
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
議
会
で
法
改
正
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
但
し
、
以
上
の
決
議
を
契
機
と
し
て
、
法
定
相
続
・
遺
留
分
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。

(
2
)
法
定
相
続
と
遺
留
分
の
法
改
正
の
提
案

以
上
の
よ
う
な
連
邦
議
会
の
決
議
を
受
け
て
、
一
九
七
二
年
に
は
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
が
法
定
相
続
と
遺
留
分
の
改
正
を
テ

l
マ
と
し
て
取

り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
法
曹
大
会
に
先
立
っ
て
、
か
っ
、
大
会
で
の
議
論
を
意
識
し
て
、
幾
つ
か
の
提
案
が
行
わ
れ
て
い
る
。
以
下
で

は
、
ま
ず
、
そ
う
い
っ
た
改
正
提
案
を
見
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

(ω

円。n
w
m『
)

①
シ
ユ
テ
ツ
カ

l

の
提
案

連
邦
政
府
の
上
級
行
政
官
(
河
品

-mBaa-arg『

)

体
的
な
法
改
正
の
提
案
を
行
っ
て
い
る
。

の
シ
ユ
テ
ツ
カ

l
は
、
法
定
相
続
と
遺
留
分
に
関
す
る
幾
つ
か
の
論
文
に
よ
り
、
目
-R

シ
ユ
テ
ツ
カ

l
の
主
張
の
骨
子
は
、
相
続
は
私
法
上
の
制
度
で
あ
り
、
そ
こ
に
社
会
政
策
的
な
考
慮
を
直
接
に
持
ち
込
む
の
は
適
当
で
は

な
い
。
私
人
の
財
産
承
継
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
な
ら
、
家
業
・
家
産
の
承
継
か
ら
、
生
活
共
同
体
の
継
続
へ
と
、
相
続
の
目
的
は
変
わ
っ

て
き
て
い
る
。
共
通
の
子
が
家
庭
を
去
っ
て
も
、
婚
姻
は
継
続
す
る
か
ら
、
婚
姻
関
係
が
共
同
生
活
の
中
心
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
活

共
同
体
と
し
て
の
婚
姻
の
完
全
性
が
、

一
方
の
配
偶
者
の
死
亡
後
も
保
障
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
生
前
に
は
夫
婦
は
お
互
い
を
代
表
し
た
よ

北法55(3・105)1011 



説

う
に
、
死
後
も
生
存
配
偶
者
は
他
方
の
地
位
に
取
っ
て
代
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
、

姻
の
完
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
で
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
と
し
て
、
夫
婦
を
相
互
に
単
独
相
続
人
と
指
定
す
る
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
の

(9) 

慣
行
が
、
こ
の
理
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
帰
結
さ
れ
る
の
は
、
第
一
順
位
の
相
続
人
と
さ
れ
る
配
偶
者
の
単
独
相
続
権
と
、
相
続
人
と
な
り
う
る
血
族
の
範
囲
の
制
限
で

あ
る
。
但
し
、
子
の
相
続
の
利
益
の
た
め
に
、
夫
婦
の
共
通
の
子
と
そ
れ
以
外
(
前
妻
の
子
、
非
嫡
出
子
)
で
は
、
そ
の
局
面
は
異
な
る
が
、

子
に
は
相
続
代
償
請
求
権
(
開
号
2
8
R吉田匂
g
n
F
)

が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
相
続
代
償
請
求
権
と
は
、
一
九
六
九
年
の
法
改
正
で
相

続
権
自
体
は
承
認
さ
れ
た
後
に
も
、
嫡
出
子
と
は
異
な
り
遺
産
分
割
に
参
ノ
加
で
き
な
か
っ
た
非
嫡
出
子
に
与
え
ら
れ
た
、
法
定
相
続
分
に
代

(
叩
)

わ
る
金
銭
請
求
で
あ
る
(
但
し
、
現
在
で
は
非
嫡
出
子
の
相
続
権
は
嫡
出
子
と
同
様
と
さ
れ
、
相
続
代
償
請
求
権
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
)
。

具
体
的
に
は
、
夫
婦
の
共
通
の
子
の
場
合
は
、
相
続
時
に
は
相
続
代
償
請
求
権
は
与
え
ら
れ
な
い
。
-
な
ぜ
な
ら
、
子
が
未
成
年
の
場
合
は
、

生
存
配
偶
者
に
対
し
て
扶
養
請
求
権
を
持
ち
、
成
年
子
で
も
教
育
扶
養
の
請
求
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
生
存
配
偶
者
を
相
続
す

る
の
は
、
共
通
の
子
だ
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
生
存
配
偶
者
が
再
婚
し
た
場
合
に
は
、
相
続
代
償
請
求
権
が
子
に
帰
属
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

再
婚
に
よ
っ
て
(
前
)
婚
姻
の
完
全
性
が
損
な
わ
れ
、
か
っ
、
死
亡
配
偶
者
に
由
来
す
る
相
続
財
産
が
血
統
を
異
に
す
る
家
系
に
承
継
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
生
存
配
偶
者
が
親
権
・
遺
留
分
を
剥
奪
さ
れ
る
事
由
が
あ
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
配
偶
者
に

は
、
単
独
相
続
人
と
な
る
、
つ
ま
り
、
完
全
性
を
も
っ
て
婚
姻
を
継
続
す
る
資
格
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
子
が
夫
婦
の
共
通
の
子

で
は
な
い
場
合
に
は
、
二
疋
の
猶
予
期
間
が
与
え
ら
れ
る
場
合
は
別
と
し
て
、
生
存
配
偶
者
の
相
続
人
で
な
い
子
に
は
、
相
続
時
に
相
続
代

償
請
求
権
が
発
生
す
る
。
相
続
代
償
請
求
権
の
範
囲
は
遺
産
の
全
額
だ
が
、
婚
姻
期
間
に
応
じ
て
生
存
配
偶
者
に
は
一
定
部
分
の
遺
産
が
帰

北法55(3・106)1012

一
方
配
偶
者
の
死
亡
後
も
、
婚

さき品
両岡

属
す
る
。
但
し
、
婚
姻
期
間
が
短
い
場
合
は
、
一

O
分
の
一
、
な
い
し
は
、
二

O
分
の
一
で
あ
る
。

シ
ユ
テ
ツ
カ

l
は
、
以
上
の
提
案
を
、
現
行
法
と
の
対
比
で
、
例
え
ば
、
被
相
続
人
が
若
年
の
配
偶
者
と
再
婚
し
た
場
合
、
現
行
法
で
は
、



剰
余
共
有
制
で
は
、
配
偶
者
の
法
定
相
続
で
は
二
分
の
一
が
、
被
相
続
人
が
遺
言
で
配
偶
者
を
単
独
相
続
人
と
す
れ
ば
、
子
が
遺
留
分
を
主

張
し
て
も
、
再
婚
し
た
若
い
配
偶
者
に
遺
産
の
四
分
の
ご
一
が
帰
属
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
提
案
で
は
、
法
定
相
続
分
は
前
述
の
通
り
僅
少
、

(
日
)

遺
言
が
あ
っ
て
も
、
二
分
の
一
に
止
ま
る
点
で
、
優
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
付
言
す
る
と
、
シ
ユ
テ
ツ
カ

l
は
、
配
偶
者
相
続

(ロ)

権
の
強
化
を
、
世
論
調
査
の
結
果
に
よ
っ
て
補
強
し
て
い
る
。

②
フ
ィ
ル
シ
ン
グ

(
E
a
s
g伺
)
の
提
案

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

家
産
の
承
継
か
ら
、
単
な
る
個
人
の
財
産
承
継
へ
と
変
化
し
た
、
現
在
の
相
続
制
度
の
機
能
か
ら
は
、
遺
留
分
の
範
囲
内
で
は
、
被
相
続

人
の
遺
言
自
由
が
最
大
限
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
フ
ィ
ル
シ
ン
グ
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
定
相
続
で
も
、

被
相
続
人
の
意
思
の
推
定
が
基
準
と
さ
れ
る
べ
き
だ
と
、
フ
ィ
ル
シ
ン
グ
は
結
論
す
る
。
そ
の
上
で
、
フ
ィ
ル
シ
ン
グ
は
比
較
法
的
な
概
観

を
行
っ
た
上
で
、
特
に
英
米
法
の
傾
向
が
以
上
の
観
察
と
合
致
す
る
と
指
摘
す
る
。
以
上
を
基
礎
と
し
て
、
フ
ィ
ル
シ
ン
グ
は
、
相
続
人
の

範
囲
の
限
定
、
生
存
配
偶
者
の
相
続
権
の
強
化
、
遺
留
分
の
三
つ
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
相
続
人
の
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
い
う
の
は
、
時
代
の
声
で
あ
る
。
し
か
し
、
被
相
続
人
の
推
定
的
意
思
か
ら
は
(
遠
い
血

族
を
相
続
人
か
ら
除
い
た
結
果
、
相
続
財
産
が
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
)
国
家
相
続
権
は
容
易
に
は
基
礎
付
け
ら
れ
な
い
。
確
か
に
、
社
会

保
障
を
通
じ
て
の
国
家
の
私
人
の
生
活
保
障
へ
の
関
与
は
大
き
い
が
、
仮
に
、
法
定
相
続
人
を
第
三
順
位
以
内
の
血
族
に
限
定
し
て
も
、
国

家
に
帰
属
す
る
相
続
財
産
は
極
め
て
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
改
正
の
重
点
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
フ
ィ
ル
シ
ン
グ
の
見
解

で
あ
る
。
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他
方
で
、
連
邦
議
会
の
呼
び
か
け
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
配
偶
者
相
続
権
の
強
化
は
焦
眉
の
課
題
で
あ
る
と
フ
ィ
ル
シ
ン
グ
は
考
え
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
フ
ィ
ル
シ
ン
グ
は
、
二
種
類
の
具
体
的
な
立
法
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
第
一
の
提
案
で
は
、
生
存
配
偶
者
は
先
位
相
続
人
に
、

子
は
後
位
相
続
人
と
な
る
。
後
位
相
続
が
開
始
す
る
の
は
、
生
存
配
偶
者
が
再
婚
、
又
は
、
死
亡
し
た
時
で
あ
る
。
再
婚
の
場
合
は
、
生
存



説

配
偶
者
は
遺
産
の
半
分
を
、
子
は
残
余
を
相
続
す
る
。
未
成
年
の
子
は
、
後
位
相
続
の
前
に
も
相
続
財
産
か
ら
控
除
さ
れ
る
扶
養
請
求
権
を

行
使
で
き
る
。
被
相
続
人
の
子
が
存
在
し
な
い
場
合
は
、
被
相
続
人
の
両
親
は
、
相
続
財
産
の
範
囲
内
に
限
っ
て
生
存
配
偶
者
に
対
す
る
扶

さ子A
両冊

養
請
求
権
を
持
つ
。
第
二
の
立
法
提
案
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
、

ア
メ
リ
カ
法
の
統
一
検
認
法
に
倣
っ
て
、
生
存
配
偶
者
は
、
遺
産
が
僅
少
か

中
規
模
の
場
合
は
、
遺
産
の
大
部
分
を
相
続
し
、
残
余
を
子
が
相
続
す
る
。
未
成
年
子
が
共
通
の
子
で
は
な
い
場
合
は
、
以
上
の
ル

l
ル
を

北法55(3・108)1014

若
干
モ
デ
ィ
フ
ァ
イ
し
て
、
相
続
に
代
わ
る
扶
養
請
求
権
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

遺
留
分
に
関
し
て
は
、
フ
ィ
ル
シ
ン
グ
は
、
現
行
法
と
同
様
に
金
銭
請
求
に
止
め
る
べ
き
だ
と
だ
け
指
摘
し
た
上
で
、
配
偶
者
相
続
権
に

(
日
)

新
た
な
ル

l
ル
を
与
え
た
上
で
、
再
考
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

③
キ
ュ

l
ネ

(EEn)
の
提
案

キ
ュ

i
ネ
は
、
比
較
法
的
に
見
て
配
偶
者
相
続
権
は
強
化
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
が
、
過
去
の
ド
イ
ツ
で
の
法
改
正
の
提
案
(
例
え
ば
、

一
九
三
五
年
か
ら
一
九
四
一
年
の
ド
イ
ツ
ア
カ
デ
ミ
ー
の
提
案
)
は
、
(
例
え
ば
、
配
偶
者
の
再
婚
に
よ
る
)
他
の
家
系
へ
の
家
産
の
流
失

を
防
止
す
る
た
め
に
、
配
偶
者
に
対
し
て
子
の
相
続
権
を
優
先
す
る
も
の
だ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
大
家
族
か
ら
小
家
族
へ
の
移

行
、
か
つ
て
と
異
な
っ
て
、
相
続
時
に
は
子
は
独
自
の
経
済
生
活
を
築
き
上
げ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
シ
ユ
テ
ッ
カ

l
の
提
案
を
支
持
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
相
続
利
益
の
補
償
と
し
て
子
に
与
え
ら
れ
る
相
続
代
償
請
求
権
は
、
そ
の
内
容
と
時
期
の
柔
軟
性
と
い
う
利
点
が
あ
り
、

(
凶
)

か
っ
、
非
嫡
出
子
と
嫡
出
子
の
平
等
に
も
つ
な
が
り
、
妥
当
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。

以
上
の
非
嫡
出
子
の
相
続
権
の
承
認
を
契
機
と
し
て
始
ま
っ
た
、
法
定
相
続
の
見
直
し
の
方
向
性
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
農
家
相
続
・
企
業
承
継
な
ど
の
家
産
承
継
が
問
題
と
な
る
場
合
以
外
で
は
、
家
産
・
血
統
よ
り
も
家
族
の

共
同
生
活
が
相
続
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
理
を
顕
在
化
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
婚
姻
に

よ
る
共
同
生
活
を
共
に
し
な
い
非
嫡
出
子
の
相
続
権
の
承
認
で
あ
っ
た
。
共
同
生
活
の
継
続
と
い
う
見
地
か
ら
は
、
非
嫡
出
子
に
対
し
て
、



配
偶
者
相
続
権
は
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
副
次
的
に
は
、
広
い
範
囲
で
の
血
族
相
続
も
当
然
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
か
つ
て
二

O
世
紀
初
頭
に
企
て
ら
れ
た
国
家
財
政
の
赤
字
の
補
充
と
い
う
目
的
と
は
別
に
で
あ
る
。
加
え
て
、
子

の
相
続
年
齢
が
上
昇
し
た
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
配
偶
者
相
続
権
の
強
化
を
説
得
力
あ
ら
し
め
て
い
る
。
か
っ
、
事
実
と
し
て
、
(
配
偶
者
間

の
出
揖
は
、
主
に
一
九
八
0
年
代
に
判
例
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
)
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
は
相
当
に
普
及
し
、
先
取
り
し
た
相
続
も
注
目
を

引
く
形
で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
、
一
九
七
二
年
に
第
四
九
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

2
.
第
四
九
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
で
の
議
論

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
曹
大
会
で
法
定
相
続
と
遺
留
分
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
き
っ
か
け
は
、
連
邦
議
会
の
委
託
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
と
こ
ろ
が
、
大
会
が
開
催
さ
れ
た
一
九
七
二
年
九
月
一
九
日
の
時
点
で
は
、
夫
婦
財
産
制
と
法
定
相
続
の
調
整
と
い
う
課
題
の

困
難
さ
ゆ
え
に
、
次
回
の
会
期
に
法
改
正
が
行
わ
れ
る
現
実
的
な
見
通
し
は
全
く
な
く
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
却
っ
て
、
課
題
の
困
難
さ

(
日
)

ゆ
え
に
こ
そ
、
法
曹
大
会
で
議
論
さ
れ
る
意
味
が
あ
る
と
、
開
会
に
際
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

大
会
で
は
、
「
法
定
相
続
と
遺
留
分
に
新
た
な
規
律
を
与
え
る
べ
き
か

(
開
ヨ
同
比
一
四
冨
門
町
田
由

FnF
門
戸
即
日
開
何
回
目
門
民
国
口
町
内
山
開
門

σ『
-
m
m
z
zロ
門
田
島
内
広

2
4
5
Z
E
-田
『

R
E
D
O
Z
N
C
R
m
m
Z
叶
)
」
と
い
う
テ
l
マ
で
、

コ
l
イ
ン
グ
(
。
。
宙
開
)
の
鑑
定
意
見
と
フ
ア
シ
リ
デ
ス

の
報
告
の
後
に
、
討
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
但
し
、
フ
ア
シ
リ
デ
ス
の
報
告
は
、
コ

l
イ
ン
グ
を
比
較
法
的

(
日
出
)

に
補
完
し
、
法
改
正
の
際
に
考
慮
す
べ
き
観
点
を
一
示
す
、
補
助
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
コ

l
イ
ン
グ
の
鑑
定
は
、

B
G
B
の

立
法
時
か
ら
現
在
に
至
る
ド
イ
ツ
の
相
続
法
の
骨
格
を
包
括
的
に
整
理
し
て
お
り
、
非
常
に
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
で
は
、

(司

R
E
a
m印
)
と
デ
イ

エ
ッ
ク
マ
ン
(
U
5
n
w
-
5
8
2
)

コ
l
イ
ン
グ
の
鑑
定
を
要
約
す
る
形
で
詳
細
に
紹
介
し
た
上
で
、

デ
イ
エ
ッ
ク
マ
ン
の
報
告
を
見
た
後
に
、
討
論
の
概
要
を
整
理
す
る
こ
と

ル}
7
し
ト
A

でつ。
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説

(
1
)
 
コ
l
イ
ン
グ
の
鑑
定
意
見

①
鑑
定
意
見
の
方
針

=人

画岡

法
定
相
続
、
お
よ
び
、
遺
留
分
の
法
改
正
を
企
て
る
に
は
、
コ
一
つ
の
モ
メ
ン
ト
が
重
要
で
あ
る
と
、

コ
l
イ
ン
グ
は
ま
ず
指
摘
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
が
、
現
行
法
が
制
定
さ
れ
た
際
の
基
準
と
な
っ
た
事
情
と
目
的
、
さ
ら
に
、
立
法
時
か
ら
現
在
ま
で
に
ど
の
様
に
事
情
が

変
化
し
、
国
民
の
聞
に
相
続
に
関
す
る
異
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
き
た
か
で
あ
る
。
第
二
の
モ
メ
ン
ト
が
、
諸
外
国
の
動
向
、
つ

ま
り
、
比
較
法
的
な
見
地
で
あ
る
。
第
三
一
に
、
法
改
正
に
は
、
現
行
法
の
特
に
法
技
術
的
な
視
点
が
重
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

鑑
定
意
見
は
、
以
上
の
三
つ
の
モ
メ
ン
ト
を
検
討
す
る
第
一
部
と
、
具
体
的
な
法
改
正
の
可
能
性
を
探
る
第
二
部
に
分
か
た
れ
て
い
る

(
げ
)

(
〉
・
=
・
以
下
同
様
に
、
鑑
定
意
見
の
ペ
ー
ジ
数
を
引
用
す
る
。
さ
ら
に
、
以
下
の
小
見
出
し
の
殆
ど
は
、
筆
者
が
要
約
の
た
め
に
付
し
た

タ
イ
ト
ル
で
あ
る
)
。

②
相
続
法
の
基
礎
(
第
一
部
)

B
G
B
の
立
法
の
基
礎
と
な
っ
た
事
情
の
変
化

B
G
B
の
立
法
作
業
は
、
一
八
七
四
年
か
ら
一
八
九
六
年
の
聞
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
当
時
は
農
業
社
会
で
、
工
業
な
ど
の
産
業
は
よ
う

や
く
勃
興
期
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
小
企
業
は
存
在
は
し
た
が
、
主
要
な
財
産
と
は
土
地
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
貯
蓄
の
中
心
は
、
国

債
と
貯
金
で
、
株
式
で
は
な
か
っ
た
。
老
後
保
障
で
は
、
公
的
年
金
は
重
要
な
役
割
を
果
た
さ
ず
、
公
的
教
育
制
度
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
相
続
は
、
後
継
世
代
へ
の
財
産
承
継
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
個
人
の
自
立
と
教
育
の
基
礎
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

特
に
、
平
均
寿
命
と
相
続
年
齢
か
ら
は
、
相
続
は
人
生
の
出
発
点
で
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
現
在
は
産
業
社
会
と
な
り
、
か
っ
、
大
土
地
所
有
は
後
退
し
て
い
る
。
農
地
よ
り
も
、
却
っ
て
、
自
宅
・
自
家
用
車
・
家
具

な
ど
の
財
産
が
、
相
続
財
産
と
し
て
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
老
後
保
障
で
は
、
公
的
年
金
の
比
重
が
増
大
し
て
い
る
。
公
教
育
が

(a) 
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最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

発
展
し
、
親
の
社
会
状
況
よ
り
も
個
人
の
能
力
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
、
人
的
資
源
の
重
要
性
が
増
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。

平
均
寿
命
も
延
び
て
、
相
続
年
齢
も
大
体
四
O
歳
代
に
至
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
後
継
世
代
へ
の
財
産
の
引
渡
と
し
て
、
や
は
り
相
続
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
預

金
・
生
命
保
険
・
有
価
証
券
・
家
屋
(
持
ち
家
率
は
、
四
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
)
な
ど
の
財
産
で
あ
る
。
ヴ
イ
ル
ゲ
ロ
ッ
ト
(
者
三
唱
さ
告
)

に
よ
る
と
、
相
続
財
産
の
平
均
額
は
一
七
・
八

0
0
マ
ル
ク
に
及
、
び
、
決
し
て
少
な
い
額
で
は
な
い
。
し
か
も
、
相
続
の
社
会
的
意
味
は
、

従
前
よ
り
は
減
少
し
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
や
は
り
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
生
命
保
険
金
の
給
付
や
同
居
人
や
配
偶
者

な
ど
へ
の
賃
貸
借
の
特
定
相
続
(
官
$
白
∞
。
∞
)
を
見
て
も
、
そ
の
理
が
確
認
で
き
る
。
し
か
も
、
遺
言
が
必
ず
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

か
ら
、
法
定
相
続
に
は
や
は
り
重
要
な
意
味
が
あ
る

(〉
-
-
M

〉
・
コ
)
。

(b) 
B
G
B
の
立
法
者
の
相
続
の
イ
メ
ー
ジ

B
G
B
の
立
法
時
に
、
私
的
所
有
と
相
続
の
私
性
に
関
し
て
争
い
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
由
主
義
経
済
の
楽
観
的
世
界
観
は
、

も フ
フ

以ン
上ス
のの
批杜
判会
と主
や義
りと
合マ
つル
てク
いス
るに
。よ

起つ
草て
者動
は揺
私さ
的せ
附ら
有れ
乙て
私ぃ
的た
相。

禁理
主設
五の
の額

基纂
嘆者
マ，

kσコ
」フ
考ォ
え、ノ

て
いー
た l
が、

.ツ

義ト
者
/¥ 

の
財
産
集
中

(〈。ロ・

P
F
B吉
)

の
危
険
、
土
地
財
産
の
集
中
と
長
期
の
拘
束
の
危
険
と
い
っ
た
相
続
の
社
会
問
題
性
も
意
識
し
て
い
た
。

加
え
て
、
相
続
法
が
政
治
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
、

B
G
B
の
起
草
者
は
十
分
に
自
覚
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貴

族
制
は
、
限
嗣
相
続
百
三
O
F
E
S
E
o
h
)
、
レ
ー
ン
財
産

(ZZ言
明
伝
言
)
、
家
産
(
∞
g
g
B明
白
百
)
と
い
っ
た
相
続
法
上
の
特
別
な
制
度
に

も
基
礎
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
制
度
を
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
廃
止
し
た
が
、
ド
イ
ツ
は
妥
協
し
、
限
嗣
相
続
な
ど
を

相
続
法
か
ら
外
し
て
、
ラ
ン
ト
法
に
委
ね
た
。
か
っ
、
以
上
の
態
度
は
、
ド
イ
ツ
の
分
裂
し
た
法
の
統
一
を
目
指
し
は
し
た
が
、
改
革
を
行

B
G
B
の
立
法
者
の
態
度
と
符
節
が
合
っ
て
い
る
。
た
だ
、
従
来
の
法
が
法
統
一
と
矛
盾
す
る
限
り
で
、
両
者
の

お
う
と
は
し
な
か
っ
た
、

北i法55(3・1ll)l017



説

一
貫
性
が
考
え
抜
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
現
在
に
つ
な
が
る
相
続
法
の
法
原
則
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る

(
C
)

現
行
法
に
つ
な
が
る
相
続
法
の
指
導
原
理

B
G
B
の
相
続
に
関
す
る
大
原
則
は
、
血
族
相
続
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ど
の
範
囲
の
血
族
ま
で
が
相
続
権
を
持
ち
、
か
っ
、
そ
れ
を
ど
う

根
拠
づ
け
る
の
か
は
判
然
と
せ
ず
、
幾
つ
か
の
視
点
で
揺
れ
動
い
て
い
た
。
但
し
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
共
同
帰
属
の
意
識
と
血
の

つ
な
が
り
で
あ
っ
た
。
法
定
相
続
で
は
、
血
の
つ
な
が
り
が
決
定
的
だ
が
、
遺
留
分
で
は
共
同
帰
属
の
意
識
が
重
視
さ
れ
た
。

血
族
相
続
で
は
、
家
政
・
経
済
共
同
体
と
し
て
の
家
族
が
、
ま
だ
あ
る
程
度
は
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
配
偶
者
相
続
権
を
強
化

し
よ
う
と
す
る
ギ

i
ル
ケ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
経
済
発
展
に
反
す
る
と
反
論
さ
れ
た
。
し
か
し
、
血
族
相
続
の
範
囲
内
で
は
、
子
の
平
等

(〉・コ
l
〉--。)。

三也
"闇

待
遇
が
指
導
原
理
で
あ
り
、
配
偶
者
相
続
権
に
関
し
て
も
、
純
粋
の
家
産
相
続
は
退
け
ら
れ
、
配
偶
者
に
は
役
権
で
は
な
く
、
完
全
な
相
続

権
と
遺
留
分
が
与
え
ら
れ
た
。

遺
留
分
で
の
起
草
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
遺
留
分
を
持
つ
の
は
共
同
生
活
を
共
に
す
る
者
で
あ
り
、
親
子
・
配
偶
者
に
権
利
者
を
制
限
し
た
。

さ
ら
に
、
遺
留
分
の
効
果
と
し
て
遺
産
自
体
の
返
還
を
許
す
フ
ラ
ン
ス
式
で
は
な
く
、
金
銭
賠
償
に
限
る
ロ

l
マ
方
式
に
従
っ
た
が
、
こ
れ

は
家
族
は
も
は
や
経
済
共
同
体
で
は
な
い
と
い
う
見
解
と
一
致
し
て
い
る
。

相
続
の
社
会
的
な
機
能
に
関
し
て
は
、
起
草
者
は
経
済
的
観
点
か
ら
、
長
期
の
遺
産
の
拘
束
に
は
反
対
し
た
。
配
偶
者
に
対
す
る
役
権
の

付
与
も
、
同
様
の
理
由
で
退
け
ら
れ
た
。
特
定
相
続
を
排
除
し
た
の
も
、
同
様
の
根
拠
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
子
相
続
・
限
嗣
相
続
は

消
え
ゆ
く
制
度
と
考
え
、
ラ
ン
ト
法
に
委
ね
た
。
他
方
で
、
そ
の
必
要
が
現
在
で
は
説
か
れ
て
い
る
企
業
承
継
に
は
、
起
草
者
は
注
意
を
払
っ

て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
遺
産
の
分
割
に
は
好
意
的
で
、
却
っ
て
、
富
の
集
中
が
危
険
だ
と
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
子
の
相
続
の

平
等
と
遺
留
分
の
拡
張
が
帰
結
さ
れ
、
か
っ
、
子
の
相
続
は
自
立
と
教
育
の
基
礎
だ
と
考
え
て
い
た
(
〉
・

3

〉
-
M
】)。

(
d
)
現
状
の
-
評
価
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相
続
の
現
状
に
関
す
る
、
確
実
な
経
験
的
調
査
は
欠
如
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
確
実
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
日
で
も
、
私
的
相
続
の
是
非
に
関
し
て
、
議
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
国
民
の
多
く
は
、
私
有
財

産
制
と
相
続
の
私
性
を
支
持
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
相
続
の
基
礎
と
し
て
、
血
族
と
し
て
の
家
族
よ
り
も
、
友
愛
団
体
、
つ
ま
り
、
夫
婦
・

親
子
の
小
家
族
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
の
社
会
学
の
成
果
か
ら
は
、
核
家
族
以
外
の
親
族
聞
の
結
合
に
は
大

き
な
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
で
も
同
様
か
否
か
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
但
し
、
ド
イ
ツ
で
も
、
少
な
く
と
も
祖
父
母
と

一
定
の
連
帯
が
見
て
取
れ
る
。
以
上
の
事
情
は
、
相
続
に
関
し
て
も
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
り
、
法
定
相
続
の
大
き

一
応
以
下
の
よ
う
に

核
家
族
と
の
聞
に
は
、

最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

な
改
正
は
疑
問
で
あ
る
。

以
上
に
鑑
み
る
と
、

B
G
B
の
起
草
者
の
イ
メ
ー
ジ
よ
り
、
そ
の
妥
当
範
囲
は
狭
く
な
っ
て
い
て
も
、
や
は
り
今
日
で
も
家
族
は
相
続
の

基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
若
い
世
代
へ
の
財
産
承
継
と
し
て
の
子
の
相
続
の
平
等
、
お
よ
び
、
配
偶
者
相
続
権
の
強
化
と
い
う
、

B
G
B
の
立
法
以
来
の
方
針
は
今
日
で
も
妥
当
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
遺
留
分
に
関
し
て
も
、

B
G
B
の
起
草
者
の
方
針
は
正
し
い
。
但
し
、

例
え
ば
、
限
嗣
相
続
が
ワ
イ
マ

l
ル
期
に
廃
止
さ
れ
た
よ
う
に
、
当
時
の
問
題
、
が
古
く
な
っ
て
い
る
点
も
あ
る
が
、
反
対
に
、
企
業
承
継
に

関
し
て
は
特
定
相
続
を
考
え
て
み
る
必
要
も
あ
る

(〉

-
N
-
l
〉
-
M
U
)

。

①
他
国
の
状
況

外
国
法
の
動
向
に
関
し
て
は
、

コ
1
イ
ン
グ
は
、
特
に
近
年
の
法
改
正
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
相
続
人
の
範
囲
に
関
し
て
は
、

固
に
よ
っ
て
広
狭
が
あ
る
。
し
か
し
、
相
続
人
の
範
囲
を
狭
く
す
る
な
ら
、
扶
養
義
務
が
相
続
権
の
欠
如
を
補
完
し
て
い
る
。
夫
婦
財
産
制

に
も
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
配
偶
者
相
続
権
を
強
化
す
る
方
向
に
あ
る
。
以
上
の
法
制
度
と
、
遺
留
分
も
連
動
し
て
い
る
と
指
摘

し
て
い
る

(〉
M
凶
l
〉・凶一
N
)

。

④
現
行
法
の
総
括
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説

(
a
)
B
G
B
の
草
案
全
体
が
批
判
さ
れ
て
い
た
時
期
に
も
、
相
続
法
の
草
案
は
、
そ
の
基
本
的
な
原
理
・
法
技
術
が
歓
迎
さ
れ
て
い
た
。

例
外
が
、
相
続
法
上
の
効
果
を
伴
っ
た
生
前
処
分
に
関
す
る
法
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
問
題
は
、
鑑
定
意
見
の
範
囲
を
超
え
て
し

ユム
両岡

ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
可
能
な
範
囲
で
コ
メ
ン
ト
す
る
と
、

B
G
B
の
起
草
者
は
、
夫
婦
財
産
制
と
相
続
を
ハ
ッ
キ
リ
と
分
離
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
男
女
同
権
法
(
一
九
五
七
年
)
に
よ
り
、
剰

余
共
有
制
が
と
ら
れ
、
か
っ
、
(
剰
余
共
有
制
下
の
配
偶
者
の
法
定
相
続
で
、
剰
余
の
多
寡
に
関
わ
ら
ず
、
四
分
の
一
だ
け
法
定
相
続
分
を

加
え
る
と
い
う
)
相
続
法
的
解
決
(
で
当
】
岡
田
。
∞
)
が
導
入
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
相
続
し
た
配
偶
者
に
、
自
分
と
は
血
族
関
係
に
な
い
死

亡
配
偶
者
の
子
に
対
す
る
教
育
扶
養
を
、
相
続
法
的
解
決
に
よ
っ
て
相
続
し
た
四
分
の
一
の
相
続
分
か
ら
履
行
す
る
よ
う
、
で
ヨ
-

H

〈

(
b
)
 

切
。
回
は
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
親
族
法
と
相
続
法
の
混
合
の
妥
当
性
は
疑
問
で
あ
る
。

(
C
)
B
G
Bは
、
そ
の
法
技
術
的
な
難
点
ゆ
え
に
、
特
定
相
続
を
厳
し
く
拒
絶
し
、
包
括
相
続
原
則
を
採
用
し
た
。
し
か
し
、
人
的
会
社

の
相
続
で
は
、
会
社
法
と
相
続
法
の
準
則
が
調
整
さ
れ
て
お
ら
ず
、
問
題
が
生
じ
て
お
り
、
こ
の
分
野
で
特
定
相
続

(ωS号
門
刊
号
F
5
0
)

を
真
剣
に
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。

(d) 
B
G
B
の
法
定
相
続
は
、
家
業
協
力
し
た
共
同
相
続
人
の
相
続
分
に
は
配
慮
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
黙
示

の
相
続
契
約
と
い
う
法
律
構
成
を
考
え
出
し
た
が
、
一
般
に
は
支
持
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
寄
与
分
(
抑
M

C

3

E

切
。
切
)
の
制
度
が
導

入
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
外
国
法
に
見
る
よ
う
に
、
相
続
と
遺
留
分
の
個
人
化
に
つ
な
が
る
の
か
否
か
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(
巴
)
遺
留
分
は

B
G
B
の
立
法
過
程
か
ら
、
一
方
で
制
度
自
体
に
対
し
て
、
他
方
で
、
遺
留
分
が
金
銭
請
求
に
す
ぎ
な
い
点
で
、
し
ば
し

ば
根
本
的
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
以
上
の
批
判
が
今
日
で
も
妥
当
す
る
か
が
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、

B
G
B
の

遺
留
分
に
対
し
て
は
、
法
技
術
的
な
批
判
が
あ
る
。
例
え
ば
、
遺
産
の
計
算
の
際
に
、
特
に
現
在
の
イ
ン
フ
レ
を
考
慮
す
る
か
、
ま
た
、
遺

留
分
権
利
者
の
報
告
請
求
権
、
遺
贈
な
ど
を
受
け
た
遺
留
分
権
利
者
の
法
的
地
位
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
り
、
改
正
の
機
会
に
検
討
し
て
み

北法55(3・ll4)1020 



最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
〉
・
出
|
〉
・
岩
)
。

(1)
相
続
人
の
範
囲
を
狭
め
て
、
国
家
相
続
権
を
拡
張
し
よ
う
と
い
う
、
一
九
O
八
年
と
一
九
一
一
-
一
年
の
、
議
会
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
た
相
続
法

の
改
正
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
。
g
S〈
切
O白F
E
R
g
E
E
E伺
O
?穴
O
B
R
巴
己
さ
同
期
3MM-
匂
岡
山
口
-
u
'
N与
を
参
照
。
ナ
チ
期
の
遺
留
分
に
関
す

る
議
論
、
特
に
、
ベ

i
マ
l
の
所
説
に
関
し
て
は
、
前
掲
、
一
.
注

(
2
)
五
十
嵐
、
法
協
六
九
巻
三
号
六
九
頁
以
下
を
参
照
。

(2)
以
上
の
非
嫡
出
子
法
の
立
法
に
関
し
て
は
、
佐
藤
義
彦
「
西
ド
イ
ツ
非
嫡
出
子
法
の
改
正
に
つ
い
て
|
政
府
草
案
の
発
表
を
契
機
と
し
て
|

(
一
)
(
一
一
)
」
同
法
二

O
巻
一
号
五
O
頁
以
下
、
二

O
巻
三
号
六
九
頁
以
下
(
一
九
六
八
年
1
一
九
六
九
年
)
、
山
口
純
夫
「
西
ド
イ
ツ
非
嫡
出

子
相
続
法
」
甲
法
一
二
巻
コ
了
四
号
一
七
九
頁
以
下
を
参
照
。

(
3
)
剰
余
共
有
制
の
場
合
に
は
、
法
定
相
続
分
が
四
分
の
一

(m-Sご
図
。
切
)
、
さ
ら
に
、
相
続
の
際
は
、
剰
余
の
清
算
の
代
わ
り
に
追
加
的
相
続

分
四
分
の
一
(
ゆ
己
吋
】
岡
田
。
切
)
を
加
え
て
、
合
計
二
分
の
一
と
な
る
(
い
わ
ゆ
る
「
相
続
法
的
解
決
」
)
。
さ
ら
に
、
相
続
を
放
棄
し
て
、
剰
余

清
算
と
割
り
増
し
さ
れ
な
い
法
定
相
続
分
を
基
準
と
す
る
遺
留
分
(
小
遺
留
分
)
を
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る

6
3
2
ロ
図
。
∞
)
。
共
有
制
で

は
、
一
般
的
な
共
有
の
解
消
の
規
定
に
よ
る
(
明

E
巴
切
の
∞
)
。
と
こ
ろ
が
、
別
産
制
で
は
、
第
一
順
位
の
相
続
人
の
子
の
相
続
と
で
は
、
配
偶

者
の
法
定
相
続
分
四
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
4
)
始
め
に
提
出
さ
れ
た
政
府
案
は
、
単
純
に
非
嫡
出
子
に
も
嫡
出
子
と
同
様
の
相
続
権
を
与
え
る
内
容
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
審
議
の
過
程
で
、

相
続
は
単
に
血
縁
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
家
族
と
し
て
の
帰
属
意
識
、
遺
産
形
成
へ
の
寄
与
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
異
議
が
出
さ
れ
、
ま
ず
、

同
居
・
家
業
協
力
を
行
っ
た
嫡
出
子
を
想
定
し
て
、
寄
与
分

(
m
N
0
3
白
回
。
回
)
が
規
定
さ
れ
た
。
更
に
、
同
様
に
、
配
偶
者
に
関
し
て
も
、
以

上
の
子
の
寄
与
分
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
、
相
続
分
を
増
加
さ
せ
る
提
案
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
〈
伺
『
E
8
2
5
%口弘
2
0
2
3
n
z
g
∞
E
色
町
三
お

2
・
uzs

nrEnyn
〈
~
全
斗
唱
・
∞
-M『
・
を
参
照
。
さ
ら
に
、
以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
、
同
unt凶

o
e
a
s
-
z
n
y
g
z
z
n
z
g
'
O
2
3・出
g
ι
r
o
g
g
g
S
F
M
〉

E
2
・

Q
0
8窓口問・

3
3・∞
a
u
R・
及
び
、
前
掲
、
注

(
2
)
山
口
、
一
八
一
頁
以
下
、
一
九
五
頁
以
下
を
参
照
。

(
5
)
例
え
ば
、

Z
S
T
P
∞
g
n
W
2・。
a
z
N
g
a
g
開円。
B
n
F宮町内。

5
・
宅
玄
-
ョ
。
-
∞
・
ゴ
品
R
を
参
照
(
但
し
、
同
論
文
の
主
要
な
論
旨
に
関
し
て
は
、

後
掲
注

(9)
を
参
照
)
。
以
上
の
、
剛
志
三
回
〈
切
の
切
を
批
判
す
る
も
の
は
多
数
あ
る
が
、
特
に
、
∞
回
吋
酔
加
P
U
E加
盟
諸
島
2
2
g
n
n
Z
E
E
n
z

瑚

-
3
7
p
g
-宅
回
。
戸

E
B
m
N
-
3ド
∞
呂
凶
同
を
参
照
。
ブ
ラ
ガ
は
、
同
条
に
関
し
て
、
議
会
で
の
審
議
な
し
で
唐
突
に
提
案
さ
れ
た
立
法
の
経

北法55(3・115)1021 



説論

緯
、
立
法
上
の
欠
陥
を
包
括
的
に
検
討
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
夫
婦
別
産
制
で
、
共
通
の
子
を
持
つ
夫
婦
の
、
夫
と
妻
に
各
々
非
嫡
出
子
が
一

人
ず
つ
い
た
と
す
る
。
夫
が
先
に
死
亡
す
れ
ば
、
妻
と
嫡
出
子
は
二
分
の
一
ず
つ
相
続
し
、
非
嫡
出
子
は
相
続
代
償
請
求
権
を
持
つ
。
妻
が
先

に
死
亡
す
れ
ば
、
夫
は
、
嫡
出
子
と
妻
の
非
嫡
出
子
と
共
に
、
三
分
の
一
ず
つ
相
続
す
る
。
そ
の
結
果
、
妻
の
非
嫡
出
子
よ
り
も
、
夫
の
嫡
出

子
は
不
利
な
扱
い
を
受
け
、
さ
ら
に
、
夫
は
妻
よ
り
相
続
上
の
地
位
が
不
利
な
点
で
不
当
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

S
0
・∞・

5
∞
を
参
照
。

(
6
)
〈
m吾
白
色
E
口
問
自
色
町
田

U
g
g
n
u
s
∞ロ

E
z
a
a
'
u
-
者
ち

e
E
C号
1
2
2
0加
『

8
Z仲

間

nF町田町
EnE8・∞・
5
-
o∞
-
∞
一
凶
。
目
を
参
照
。
全
会
派
の
一
致
し

た
意
見
で
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
/
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
の
議
員
シ
ユ
パ
ル
ツ
ハ
ウ
プ
ト
の
提
案
に
基
づ
く
動
議
が
決
議
さ
れ
て
い
る
。

(7)
血
族
相
続
(
〈
伺

z
g岳
町
ロ
刊
号
司
宮
町
四
)
に
い
う
血
族
と
は
、
法
定
相
続
人
た
り
う
る
「
血
族

(
g
E
8
2回
国
会
開
国
)
」
の
こ
と
で
あ
り
、
か
っ
、
例

え
ば
、
親
族
扶
養
(
〈

m
z
g会
g
E丹
刊
号
色
丹
)
と
い
う
場
合
の
毅
族
も
、
ド
イ
ツ
法
で
は
血
族
以
外
は
扶
養
義
務
を
負
わ
な
い
か
ら
、
血
族
の
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
、
親
族
扶
養
と
言
っ
て
も
、
血
族
扶
養
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
事
情
も
考
慮
し
て
、

以
下
で
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
、
「
親
族
」
と
「
血
族
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
分
け
て
お
く
。

(
8
)
例
え
ば
、
前
掲
、
注

(
5
)
臼

gn宮
F

∞
・
斗
立
を
参
照
。

(
9
)
忠
告
凹
〉

-
g
G
n
r『咽
U
q
吉
田

Z
E
宮
里
諸
島
2
5
5
F
F
E
B
m
N日

3
0・∞・主品
R-
∞
主
主
・
さ
ら
に
、
前
掲
、
注

(
5
)
の
論
文
を
参
照
。
向

論
文
で
、
シ
ユ
テ
ツ
カ

l
は、

B
G
B
の
立
法
以
来
の
法
定
相
続
の
改
正
の
試
み
、
お
よ
び
、
法
定
相
続
の
批
判
の
論
拠
(
国
家
財
政
の
改
善

の
た
め
の
改
正
、
社
会
改
革
の
た
め
の
改
正
、
家
産
の
保
護
、
青
少
年
政
策
の
道
具
な
ど
)
を
取
り
上
げ
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
反
論
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
二
疋
範
囲
の
血
族
へ
の
遺
産
分
配
秩
序
で
あ
る
私
法
上
の
ル

l
ル
以
上
の
相
続
法
の
改
正
の
試
み
は
間
違
っ
て
い
る
と
結
論
づ
け

て
い
る
。

(
叩
)
一
九
九
八
年
か
ら
、
一
連
の
親
子
法
関
連
の
法
改
正
と
同
時
に
、
相
続
代
償
請
求
権
を
定
め
た
、

Z
3凶
合
図
。
∞

R
の
規
定
(
同
条
に
よ
っ

て
、
非
嫡
出
子
は
、
相
続
時
に
は
、
法
定
相
続
分
に
代
え
て
金
銭
請
求
を
、
さ
ら
に
、
二
一
歳
以
上
で
二
七
歳
未
満
の
非
嫡
出
子
は
、
相
続
に

代
え
て
事
前
の
相
続
の
清
算
を
請
求
で
き
た
(
尽

ggmmEnE))
は
、
「
相
続
権
平
等
化
法
(
田

S
E
n
F
O
S
S
E
-
-
N・
3
・
)
」
に
よ
っ
て
削
除

さ
れ
た
。
以
上
の
親
子
法
の
改
正
に
関
し
て
は
、
岩
志
和
一
郎
「
ド
イ
ツ
の
新
親
子
法
」
『
民
事
訴
訟
制
度
の
一
側
面
(
内
田
武
士
口
先
生
古
稀
祝

賀
)
』
(
成
文
堂
・
一
九
九
九
年
)
一
八
九
頁
以
下
が
詳
し
い
紹
介
と
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
相
続
代
償
請
求
権
の
削
除
に
関
し
て
は
、
同
論
文

の
二
二
八
頁
以
下
を
参
照
。

(
日
)
前
掲
注

(
9
)
凶
gnropso--
∞
・
主
宙
開
・
ち
な
み
に
、
シ
ユ
テ
ツ
カ

l
は
、
配
偶
者
の
単
独
相
続
は
現
行
法
に
比
し
て
、
(

1

)

共
同
相
続
よ
り
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最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

単
独
相
続
の
方
が
、
相
続
後
の
法
取
引
に
と
っ
て
は
、
話
が
簡
単
。
(
一
日
)
生
活
の
ス
タ
ー
ト
へ
の
援
助
、
後
継
世
代
へ
の
財
産
の
承
継
は
、
相

続
の
目
的
で
は
な
い
。
扶
養
と
相
続
と
は
完
全
に
切
り
離
せ
る
。
(
山
)
血
族
相
続
と
い
う
視
点
は
後
退
し
、
血
族
相
続
の
範
囲
を
ど
こ
で
区
切

る
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
必
要
が
な
く
な
る
。

(
-
W
)

夫
婦
財
産
制
と
相
続
と
を
切
り
離
せ
る
。
(

V

)

一2
3
-
ロ
図
。
∞
を
め
ぐ
る
問
題
、
配

偶
者
が
相
続
人
と
さ
れ
ず
、
遺
贈
も
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
、
配
偶
者
が
剰
余
清
算
の
主
張
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
配
偶
者
は
(
相
続
法
的
解
決

に
よ
っ
て
増
額
さ
れ
た
、
二
分
の
一
の
相
続
分
を
基
準
と
し
た
)
大
遺
留
分
を
主
張
で
き
る
の
か
、
(
法
定
相
続
に
よ
る
)
小
遺
留
分
に
止
ま
る

の
か
と
い
う
論
争
も
回
避
で
き
る
と
、
法
政
策
的
な
優
位
性
を
主
張
し
て
い
る
。

8
0
・
∞
主
湾

(
ロ
)
白
血
口
間
〉

-gGnrq・
5
Z
2
0円
E
5
1
2
m
m
E
N
-
-
n
F
S
E
E
m
m
E
∞
否
問
。

E
g
g
E
S
E
E
-
-
n
E
g
g
-
g
o
g
-
-
2
2
5
m
N
S
F
∞-室内『・

同
論
文
で
、
シ
ユ
テ
ツ
カ

l
が
、
自
己
の
立
論
の
基
礎
と
し
て
い
る
、
連
邦
司
法
省
の
委
託
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
、
シ
ユ
テ
ッ
カ

l

の
紹
介
を
通
し
て
、
そ
の
大
要
を
以
下
で
紹
介
し
て
お
く
。

1
.
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
契
機
は
、
法
定
相
続
、
特
に
、
配
偶
者
と
子
の
相
続
分
に
つ
い
て
見
直
す
べ
き
だ
と
い
う
、
一
九
六
九
年
の
連
邦

議
会
の
議
決
で
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
連
邦
司
法
省
が
、
相
続
に
関
す
る
国
民
の
意
識
調
査
を
二
回
に
わ
た
っ
て
実
施
し
た
(
一
九
七
O
年
五

月
、
一
九
七
一
年
五
月
)
。
但
し
、
調
査
は
地
域
的
に
限
ら
れ
て
お
り
、
か
っ
、
包
括
的
な
項
目
に
関
し
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

信
頼
で
き
る
調
査
機
関
が
実
施
し
、
か
っ
、
調
査
対
象
も
約
二

0
0
0
人
で
十
分
な
数
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
第
一
回
の
調
査
の
内
容
は
、

夫
婦
に
共
通
の
子
と
の
関
係
で
の
配
偶
者
相
続
、
遺
言
慣
行
、
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
の
評
価
で
あ
り
、
第
二
回
の
そ
れ
は
、
配
偶
者
相
続
と
兄
弟

の
相
続
権
、
さ
ら
に
、

(a)
相
続
は
親
か
ら
の
相
続
か
、
親
等
に
よ
っ
て
頭
割
り
か
、

(
b
)
両
親
と
兄
弟
の
相
続
の
競
合
、

(
C
)

独
立
資
金

の
請
求
権
、

(
d
)
半
血
兄
弟
の
相
続
権
、

(e)
被
相
続
人
と
近
い
関
係
に
あ
っ
た
第
三
者
の
相
続
権
、

(
f
)
遺
留
分
の
剥
奪
の
事
由
の
拡
大

で
あ
る
。
但
し
、
論
文
の
タ
イ
ト
ル
に
も
見
る
と
お
り
、
「
被
相
続
人
の
推
定
的
意
思

(
B
E
E
&
-
R
Z
ニ凶
E
g
8
3
5宏
)
」
と
関
係
の
な
い
項
目

を
、
シ
ユ
テ
ツ
カ

l
は
省
い
て
い
る
。

2
.
法
定
相
続
の
意
味

(
l
)
既
に
死
因
処
分
し
た
者
二
O
%
(
遺
言
二
ハ
%
、
相
続
契
約
四
%
)

(
2
)
死
因
処
分
し
た
者
の
職
業
の
内
訳
、
(
農
業
)
労
働
者
一
O
%
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
役
人
一
五
%
、
自
営
業
一
一
一
一
一
%
、
農
業
三
一
%
で
、

か
っ
、
年
金
生
活
者
の
三
九
%
は
死
因
処
分
を
行
っ
て
い
る
。

(
3
)
未
だ
死
因
処
分
を
し
て
い
な
い
者
の
内
、
予
定
し
て
い
る
と
答
え
た
者
二
一
%
、
興
味
が
あ
る
者
一
七
%
、
関
心
が
な
い
者
四
二
%
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し
た
が
っ
て
、
相
続
の
三
分
の
二
は
、
法
定
相
続
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
解
釈
と
し
て
、
国
民
は
死
因
処
分
を
物
怖
じ
し
て
い
る
と
は

評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
他
の
結
果
か
ら
は
、
死
因
処
分
し
な
い
者
が
、
必
ず
し
も
法
定
相
続
に
よ
る
結
果
を
望
ん
で
る

と
は
い
え
な
い
と
い
う
の
が
、
シ
ユ
テ
ッ
ヵ
ー
の
評
価
で
あ
る
。

3
.
法
定
相
続
は
被
相
続
人
の
推
定
的
意
思
か
?

(
l
)
法
定
相
続
は
家
康
の
維
持
の
た
め
の
制
度

(
A
)
か
、
被
相
続
人
の
推
定
的
意
思
に
よ
る
近
親
へ
の
遺
産
の
分
配

(
B
)
か。

A
と
答

え
た
者
五
七
%
、

B
三
八
%
、
棄
権
五
%

(
2
)
六
五
歳
以
上
の
回
答
者
は
、

A
四
七
%
、

B
四
八
%

(3)
農
業
従
事
者
で
は
、

A
七
O
%
、

B
二
九
%

以
上
の
結
果
を
、
農
家
相
続
の
場
合
で
も
、
被
相
続
人
の
推
定
的
意
思
の
妥
当
性
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
、
シ
ユ
テ
ツ
カ

l
は
解
釈
し

て
い
る
。

4
.
配
偶
者
相
続
権

(
1
)
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
を
行
っ
た
か
?
行
お
う
と
考
え
る
か
?
さ
ら
に
、
ベ
ル
リ
ン
式
遺
一
吉
の
妥
当
性
は
?

既
に
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
を
行
っ
た
者
一
五
%
、
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
者
二
七
%
、
お
よ
そ
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
は
考
え
て

い
な
い
者
五
九
%

ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
は
妥
当
五
九
%
、
不
当
一
O
%
、
興
味
が
な
い
者
二
二
%
、
意
見
な
し
一
八
%

実
際
に
死
因
処
分
を
行
っ
た
者
が
二
O
パ
ー
セ
ン
ト
だ
か
ら
、
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
の
普
及
の
程
が
分
か
る
。
ベ
ル
リ
ン
式
遺
言
は
考
え
て
い

な
い
者
も
、
そ
れ
自
体
(
す
な
わ
ち
、
配
偶
者
の
単
独
相
続
権
)
に
は
反
対
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
シ
ユ
テ
ツ
カ

l
の
観
察
と
解
釈
で
あ

る。(
2
)
被
相
続
人
は
そ
の
妻
と
共
通
の
複
数
の
子
を
残
し
た
。
寡
婦
と
子
は
共
同
相
続
し
、
何
時
で
も
遺
産
分
割
を
請
求
で
き
る
の
が
妥
当
か

(
A
)
、
再
婚
し
な
い
限
り
、
寡
婦
が
単
独
相
続
し
て
、
寡
婦
か
ら
子
が
相
続
す
る
の
が
妥
当
か

(
B
)
。

A
を
支
持
し
た
者
三
六
%
、

B
を
支
持
四
八
%
、
棄
権
一
六
%

以
上
の
解
答
の
内
訳
は
、
六
五
歳
以
上
で
は
、

A
五
七
%
、

B
二
八
%
。
五
O
歳
以
上
六
五
歳
未
満
で
は
、

A
五
七
%
、

B
三
二
%
。
義
務

教
育
修
了
者
で
は
、

A
五
O
%
、

B
三
四
%
。
男
子
は
、

A
四
八
%
、

B
三
八
%
。
女
子
は
、

A
四
七
%
、

B
三
七
%
。
三
O
歳
以
上
五
O
歳
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最近3D年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

未
満
で
は
、
A
四
八
%
、
B
=
一
八
%
。

配
偶
者
単
独
相
続
に
反
対
し
た
者
の
内
訳
は
、
二
一
歳
以
上
一
二
O
歳
未
満
の
者
の
四
二
%
(
賛
成
田
O
%
)
、
中
程
度
の
教
育
を
受
け
た
者
の

四
五
%
(
賛
成
四
二
%
)
、
高
等
教
育
を
受
け
た
者
の
四
八
%
(
賛
成
四
二
%
)
、
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
者
四
五
%
(
賛
成
二
七
%
)
、
一

八
歳
以
上
二
O
歳
未
満
の
者
四
三
%
(
賛
成
二
三
%
)

教
育
水
準
の
高
い
者
の
意
識
は
、
平
均
的
な
国
民
意
識
と
希
離
し
て
い
る
。
年
齢
が
上
が
り
、
婚
姻
関
係
に
入
る
と
、
配
偶
者
単
独
相
続
に

賛
成
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
シ
ユ
テ
ツ
カ
l
は
解
説
し
て
い
る
。

(3)
被
相
続
人
が
死
亡
し
て
、
そ
の
妻
と
子
(
息
子
と
娘
)
が
二
人
残
さ
れ
た
。
子
は
結
婚
し
て
別
居
し
て
い
る
。
寡
婦
の
居
住
す
る
一
家

族
用
家
屋
は
、
相
続
財
産
の
殆
ど
総
て
だ
が
、
法
定
相
続
の
規
定
の
可
能
性
と
し
て
以
下
の
二
つ
だ
け
が
考
え
得
る
と
す
る
。

(
A
)
寡
婦
と
子
は
、
家
屋
を
共
同
相
続
し
、
相
続
分
は
同
等

(
B
)
再
婚
し
な
い
限
り
、
寡
婦
は
単
独
相
続
し
、
子
は
寡
婦
を
相
続
す
る
。
以
上
の
何
れ
が
妥
当
か
?

B
(
寡
婦
の
単
独
相
続
権
)
を
支
持
し
た
者
五
五
%
(
A
支
持
は
、
四
二
%
)
で
、
そ
の
内
訳
は
、
女
子
の
五
七
%
(
三
九
%
)
、
男
子
五
一

%
(
四
五
%
)
、
六
五
歳
以
上
の
者
六
三
%
(
三
三
%
)
、
五
O
歳
以
上
六
五
歳
未
満
五
九
%
(
三
八
%
)
、
三
O
歳
以
上
五
O
歳
未
満
五
五
%
(
四

一
%
)
、
二
一
歳
以
上
三
O
歳
未
満
四
七
%
(
四
九
%
)
、
一
八
歳
以
上
二
一
歳
未
満
四
二
%
(
五
二
%
)
、
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
四
八
%
(
四

六
%
)

(
4
)
被
相
続
人
は
妻
と
、
兄
弟
一
人
と
姉
妹
)
人
を
残
し
た
。
兄
弟
姉
妹
と
は
、
生
前
に
被
相
続
人
は
殆
ど
コ
ン
タ
ク
ト
が
な
か
っ
た
。
遺

産
は
、
寡
婦
の
居
住
し
て
い
る
一
家
族
用
家
屋
で
あ
る
。
以
下
の
ど
ち
ら
が
妥
当
か
?

(
A
)
寡
婦
は
被
相
続
人
と
最
も
近
い
関
係
に
あ
る
か
ら
、
単
独
相
続
人
と
な
る
。

(
B
)
遺
産
の
、
例
え
ば
四
分
の
一
は
、
兄
弟
が
相
続
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
被
相
続
人
の
夫
が
稼
い
だ
も
の
の
総
て
が
、
他
の
家
系
に
帰
属

す
る
の
は
不
当
だ
か
ら
で
あ
る
。

A
に
賛
成
六
九
%
、
B
に
賛
成
二
七
%
。

A
に
賛
成
し
た
者
の
内
訳
、
若
年
層
五
四
%
(
B
に
賛
成
三
七
%
)
、
高
齢
者
七
八
%
(
B
に
賛
成
一
八
%
)

5
.
血
族
相
続

(
l
)
両
親
と
祖
父
母
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配
偶
者
も
子
も
い
な
い
若
い
男
が
、
死
亡
し
た
。
遺
産
は
、
わ
ず
か
な
持
ち
物
と
二

0
0
0
マ
ル
ク
の
預
金
だ
け
で
あ
る
。
遺
族
は
、
両
親

と
兄
弟
姉
妹
で
あ
る
。
以
下
の
ど
の
結
果
が
妥
当
か
?

(
A
)
両
親
が
総
て
相
続
す
る
。
彼
を
育
て
上
げ
た
の
は
両
親
で
あ
り
、
被
相
続
人
に
最
も
近
い
関
係
に
あ
る
か
ら
。

(B)
両
親
と
兄
弟
姉
妹
が
同
じ
割
合
で
相
続
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
代
の
家
族
で
は
、
両
親
も
兄
弟
も
関
係
の
近
さ
は
普
通
同
じ
程
度
だ

か
ら
で
あ
る
。

(C)
兄
弟
姉
妹
だ
け
が
相
続
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
相
続
は
被
相
続
人
と
同
じ
世
代
の
た
め
の
も
の
だ
か
ら
。

A
四
四
%
、

B
四
五
%
、

C
六
%
、
棄
権
五
%
。
年
齢
が
高
く
な
れ
ば
、

A
を
、
若
年
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど

B
を
支
持
の
傾
向
。

(
2
)
傍
系
血
族

男
が
死
亡
し
、
生
存
し
て
い
る
二
人
の
係
累
は
全
血
兄
弟
と
半
血
兄
弟
だ
け
で
あ
る
。
相
続
の
可
能
性
と
し
て
以
下
の
コ
一
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

(A)
全
血
兄
弟
だ
け
が
相
続
す
る
。
半
血
兄
弟
は
完
全
な
血
族
で
は
な
い
か
ら
。

(B)
全
血
兄
弟
も
半
血
兄
弟
も
、
平
等
に
相
続
す
る
。
両
者
に
血
族
と
し
て
の
、
親
疎
は
な
い
か
ら
。

(C)
半
血
兄
弟
の
相
続
分
は
、
全
血
兄
弟
の
半
分
(
つ
ま
り
、
遺
産
の
三
分
の
こ
。
な
ぜ
な
ら
、
半
血
兄
弟
と
は
半
分
の
血
族
だ
か
ら
。

A
を
支
持
し
た
者
一
一
%
、

B
五
三
%
、

C
二
七
%
。
そ
の
内
訳
は
、
年
齢
が
上
が
れ
ば
、

B
の
支
持
者
が
減
少
す
る
。
半
血
兄
弟
の
相
続

分
が
半
分
と
い
う
現
行
法
は
国
民
に
支
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、
小
家
族
内
の
人
間
的
関
係
が
重
要
だ
と
い
う
の
が
、
シ
ユ
テ
ツ
カ
l
の
解
釈
で
あ

ヲ心。(3)
直
系
卑
族

男
が
死
亡
し
た
が
、
妻
も
子
も
既
に
死
亡
し
て
お
り
、
係
累
は
六
人
の
孫
だ
け
で
あ
る
。
孫
の
内
で
、
五
人
は
娘
の
子
、

で
あ
る
。
相
続
の
可
能
性
は
二
つ
で
あ
る
。

(A)
息
子
の
孫
が
半
分
を
、
他
の
五
人
の
孫
が
半
分
を
相
続
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
息
子
と
娘
が
生
存
し
て
い
れ
ば
、

続
し
、
息
子
の
子
は
半
分
を
、
娘
の
子
は
、
半
分
を
五
人
で
共
同
相
続
す
る
は
ず
だ
っ
た
か
ら
。

(B)
孫
は
平
等
に
相
続
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
孫
と
祖
父
と
の
血
族
関
係
は
全
く
同
じ
で
あ
り
、

に
不
利
だ
か
ら
。

A
を
支
持
す
る
者
二
O
%
、

一
人
は
息
子
の
子

そ
れ
ぞ
れ
半
分
を
相

か
っ
、

(A)
の
ル

l
ル
は
子
の
多
い
家
族

B
七
四
%
、
棄
権
六
%
。
職
業
、
年
齢
、

し
ば
し
ば
相
続
の

所
得
階
層
で
大
き
な
差
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
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最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

現
在
で
は
説
得
力
が
な
い
と
、
シ
ユ
テ
ツ
カ
!

根
拠
と
し
て
説
か
れ
る
、
家
産
の
継
承
と
い
う
考
え
方
は
、
大
農
家
の
相
続
な
ど
を
除
い
て
、

は
指
摘
し
て
い
る
。

6
，
相
続
へ
の
第
三
者
の
関
与

あ
る
男
が
、
配
偶
者
と
別
居
し
て
、
長
年
愛
人
と
生
活
を
共
に
し
て
い
た
。
婚
姻
は
破
綻
し
て
い
た
が
、
配
偶
者
は
経
済
的
理
由
で
離
婚
に

同
意
し
な
か
っ
た
。
男
は
病
に
冒
さ
れ
、
死
に
至
る
ま
で
愛
人
の
献
身
的
介
護
を
受
け
た
。
子
お
よ
び
、
そ
の
他
の
相
続
権
者
は
存
在
し
な
い
。

男
の
遺
言
は
方
式
違
背
で
無
効
だ
っ
た
た
め
、
配
偶
者
が
単
独
の
相
続
人
と
な
っ
た
。
そ
の
際
に
、
ど
の
様
な
規
定
を
お
く
の
が
妥
当
と
考
え

る

か

?
(
A
)
愛
人
と
の
長
年
の
同
居
は
良
俗
違
反
だ
か
ら
、
配
偶
者
が
単
独
相
続
す
る
の
が
良
い
。

(B)
配
偶
者
と
愛
人
は
、
平
等
に
共
同
相
続
す
る
の
が
妥
当
。
な
ぜ
な
ら
、
双
方
と
も
に
、
一
方
は
法
的
に
、
他
方
は
人
間
的
関
係
で
、

被
相
続
人
に
近
い
関
係
に
あ
る
か
ら
。

(C)
配
偶
者
は
単
独
相
続
す
る
が
、
愛
人
に
介
護
の
補
償
と
し
て
四
分
の
一
の
法
定
遺
贈
の
義
務
を
負
う
べ
き
。

A
を
支
持
三
三
%
、

B
二
八
%
、

C
三
一
一
%
、
棄
権
八
%
。
そ
の
内
訳
は
、
男
子
は
、

A
二
八
%
、

B
又
は

C
六
五
%
。
女
子
は
、

A
一二六

%、

B
又
は

C
五
六
%
。
年
齢
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

A
を
支
持
す
る
者
が
多
い
。

婚
姻
は
空
虚
な
も
の
で
は
な
く
、
生
き
生
き
と
し
た
幸
福
を
目
指
す
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
確
認
さ
れ
る
と
、
シ
ユ
テ
ツ
カ
ー

は
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

7
.
被
相
続
人
の
意
思
の
限
界

以
上
に
加
え
て
、
シ
ユ
テ
ツ
カ

l
は
、
遺
留
分
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、

B
G
B
の
立
法
者
の
よ
う
に
遺
留
分
を
財

産
の
独
占
を
防
ぐ
た
め
の
制
度
だ
と
考
え
る
な
ら
、
被
相
続
人
の
意
思
は
無
視
で
き
る
。
し
か
し
、
個
人
の
権
利
を
離
れ
て
、
私
法
上
の
制
度

で
あ
る
相
続
の
説
明
は
で
き
な
い
し
、
か
っ
、
相
続
法
を
個
人
の
利
益
を
越
え
た
社
会
的
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
遺
留
分
は
遺
言
自
由
と
家
族
の
結
合
の
妥
協
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
現
在
的
な
視
点
か
ら
は
、
家
族
の
結
合
と
は
、
婚
姻
関
係

を
結
び
、
家
庭
を
築
い
た
被
相
続
人
の
意
思
に
よ
る
自
己
拘
束
で
あ
り
、
矛
盾
す
る
行
為
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
法
原
則
の
一
環
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
大
家
族
の
遺
産
で
あ
る
両
親
の
遺
留
分
は
、
以
上
の
観
点
か
ら
法
改
正
に
際
し
て
は
再
考
さ
れ
て
も
よ
い
。

8
.
以
上
の
他
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
の
遺
言
の
少
な
さ
を
紹
介
し
、
最
後
に
一
一
層
の
調
査
を
要
請
し
て
い
る
の
が
、
以
上
の
シ
ユ
テ
ツ
カ

i

北法55(3・121)1027 



説吾'"ロ岡

の
論
文
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
シ
ユ
テ
ツ
カ
!
の
法
曹
大
会
後
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
(
犯
)
を
参
照
。

(

日

)

剛

E
5
2
E
a
-
N
R
F
P
E
a
g
色町
g
n
F
g岡

山
『

σ
E
F
Z唱
団
右
斗

M-
∞
き
還

(
日
比
)
。
ロ
ロ
円
F
R
E
E
P
N民団
U
r
s
a
g
岡町田町
E
5
2
関
手
g
仏

B
E
E
-∞
a
n
E
F
見
】
ヨ
ド
切

M
M
5・

(
日
)
〈
刊
号
g
a
E口
問
。
ロ
♀
開
閉
ロ
E
E
E
i
m
R
F開閉門
g
込町三国
nFnE
』ロユ間同町ロ同世間
np
切
仏

-HFQH円NE呂田
σ
g
n
z
c・回目
n
w
-
3
J
P
穴
斗
・
以
下
で
は
、
盟
問
N
g
m凹

σ
g
n
z

で
引
用
す
る
。
な
ぜ
連
邦
議
会
の
決
議
に
も
関
わ
ら
ず
配
偶
者
相
続
権
の
強
化
を
課
題
と
す
る
法
改
正
が
実
現
に
至
ら
な
か
っ
た
の
か
は
、
ド

イ
ツ
公
証
人
大
会
で
の
、
者
同
-
円
四
円
削
N
O
S
E
-
U
Z
2
N・
3
∞
タ
∞
g
a
m円Fmm-
∞
・
主
主
同
・
の
発
言
が
的
確
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
子
の
数

の
減
少
は
配
偶
者
相
続
権
の
強
化
を
支
持
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
ど
の
程
度
の
配
偶
者
の
遺
産
へ
の
関
与
が
妥
当
か
は
分
か
ら
な

い
。
生
存
配
偶
者
は
社
会
保
障
、
子
に
対
す
る
扶
養
請
求
な
ど
で
生
活
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
産
へ
の
関
与
が
絶
対
に
必
要

だ
と
は
い
え
な
い
。
確
か
に
、
子
の
相
続
年
齢
は
上
昇
し
て
い
る
。
し
か
し
、
子
は
自
分
の
子
の
教
育
扶
養
の
負
担
を
負
っ
て
い
る
。
配
偶
者

相
続
権
の
強
化
は
、
こ
の
現
象
と
は
折
り
合
わ
な
い
。
さ
ら
に
、
配
偶
者
相
続
権
の
強
化
は
婚
姻
の
不
安
定
と
は
両
立
し
な
い
。
離
婚
の
増
加

に
よ
っ
て
、
複
数
の
婚
姻
か
ら
の
子
が
発
生
す
る
。
こ
う
い
っ
た
後
継
世
代
へ
の
遺
産
承
継
の
要
請
と
、
配
偶
者
相
続
権
は
矛
盾
す
る
。
つ
ま

り
、
配
偶
者
相
続
権
の
強
化
の
論
拠
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
反
対
す
る
論
拠
も
十
分
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(
凶
)
司
口
同
N
m
2
n
F
nロ
EEjn-EopmmnzZ〈伺『開
-
g
n
z
g
e
d
Z号ロ
nr・
-
ロ
〈
白
『
吉
田
主
ロ
ロ
加
刊
口
円
同
町
田
口
mEロロ
E
i
n
R何回同
g
円四四
E
Z
n
F
g
E江田再開口同由加刊
F
回
色
・
戸

(。
E
R
Z
g
)場図。
nr・
-3M-
〉・
3
R
-
以
下
で
は
、
。
z
g
n
z
g
で
引
用
す
る
。
フ
ァ
シ
リ
デ
ス
の
報
告
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
九
六
九
年

九
月
二
六
日
に
レ

l
ゲ
ン
ス
ブ
ル
グ
で
開
催
さ
れ
た
比
較
法
学
会
で
の
各
国
の
相
続
法
に
関
す
る
報
告
で
あ
る

(
E
5
5
5
5
¥
関
口
阻
害
、

E
E
E

σ四円関下回
B
Bぽ
u
三
列
席
問

¥manFm旦
'FW2-E2・
0
8
開
吋

σ
B
n
Z
〈
。
ロ
司
自
己
芯
ロ
包
明
白
EGユ
m
2ニ
ロ
旬
。
巴
巴
〈
『
凹
nzznF円
EES
『伺
nzz同vo--同仲間
nzmH
凶回
nze
〉-同門町内】

PAaNEOF3Jコ
と
し
て
、
出
版
さ
れ
て
い
る
)
。
フ
ア
シ
リ
デ
ス
の
報
告
を
要
約
し
て
お
く
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

血
族
相
続
の
原
則
は
各
国
共
通
で
、
仮
に
、
私
的
相
続
が
存
在
す
る
な
ら
、
無
遺
言
の
場
合
に
血
族
以
外
に
相
続
人
を
観
念
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
な
ぜ
私
的
相
続
が
正
当
化
さ
れ
る
か
と
い
う
点
で
は
、
実
は
確
実
な
答
え
が
な
い
。
社
会
主
義
国
で
は
、
相
続
は
労
働
に

基
づ
か
な
い
財
貨
取
得
の
は
ず
だ
が
、
血
族
相
続
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
私
的
相
続
の
根
拠
の
説
明
は
、
家
族
相
続
の
保
護
と
被
相
続

人
の
意
思
の
推
定
と
で
分
か
れ
て
い
る
(
〉
・
詰
〉
・

8)。

親
等
の
遠
い
血
族
相
続
の
制
限
に
関
し
て
は
、
限
界
の
な
い
血
族
相
続
は
、
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
と
ら
れ
て
い
る
が
、
比
較
法
的

に
は
特
異
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
遠
い
血
族
は
「
笑
う
相
続
人
」
で
あ
り
、
相
続
を
正
当
化
す
る
実
質
的
な
関
係
が
欠
け
て
い
る
点
で
は
、
国
際
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最近30年間の遺留分をめぐるドイツの法改正論議(1)

的
な
共
通
認
識
が
あ
る
。
し
か
し
、
ど
こ
で
制
限
す
る
か
に
関
し
て
は
、
基
準
が
ハ
ツ
キ
リ
し
な
い
。
比
較
法
的
に
は
、
様
々
だ
が
、
最
も
狭

い
範
囲
で
制
限
す
る
の
が
社
会
主
義
国
で
あ
る
。
血
族
相
続
の
制
限
の
基
礎
と
な
る
考
え
方
は
、
か
つ
て
の
大
家
族
の
役
割
を
、
現
在
で
は
公

共
が
果
た
し
て
い
る
と
い
う
理
で
あ
る
。
但
し
、
国
家
相
続
を
認
め
て
も
、
財
政
的
に
は
さ
し
て
国
家
財
政
に
寄
与
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ

か
ら
制
限
の
根
拠
は
、
理
念
的
な
考
慮
で
あ
る
。
仮
に
、
公
共
団
体
の
相
続
を
認
め
る
な
ら
、
福
祉
・
文
化
事
業
に
向
け
ら
れ
た
財
団
に
相
続

財
産
を
帰
属
さ
せ
る
北
欧
法
の
ア
イ
デ
ア
が
参
考
と
な
る

E
・g
-〉
-S)
。

配
偶
者
相
続
権
に
関
し
て
は
、
配
偶
者
の
相
続
と
子
(
子
孫
)
の
相
続
と
は
矛
盾
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者
は
、
家
産
の
後
継
世
代
へ

の
継
承
だ
が
、
前
者
は
、
配
偶
者
が
再
婚
し
た
場
合
に
、
血
統
の
違
う
家
系
へ
の
家
産
の
流
失
の
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
配
偶

者
相
続
の
優
先
が
最
近
の
傾
向
で
、
そ
の
根
拠
は
、
剰
余
共
有
制
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
夫
婦
の
財
産
の
雨
配
偶
者
へ
の
共
同
帰
属
(
男
女
平

等
)
、
あ
る
い
は
、
相
続
の
扶
養
機
能
、
高
齢
社
会
で
は
配
偶
者
の
扶
養
が
子
の
そ
れ
よ
り
必
要
性
が
高
い
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
但
し
、
現
実

の
各
国
法
は
、
両
者
の
考
慮
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
。
仮
に
、
最
大
公
約
数
を
見
つ
け
る
な
ら
、
配
偶
者
に
は
従
前
の
生
活
保
障
、
残
余
は
子

孫
が
相
続
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
(
〉

-S
〉・宏)。

配
偶
者
相
続
と
血
族
相
続
の
関
係
よ
り
も
、
さ
ら
に
複
雑
な
の
が
、
配
偶
者
の
相
続
上
の
地
位
の
具
体
化
で
あ
る
。
各
国
法
は
、
実
に
多
様

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
点
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
。
第
一
は
、
具
体
的
な
配
偶
者
の
相
続
上
の
地
位
は
、
配
偶
者
相
続
権
と
夫
婦
財
産
制

を
併
せ
見
な
け
れ
ば
実
際
の
状
況
は
分
か
ら
な
い
。
第
二
が
、
社
会
保
険
、
保
険
法
な
ど
の
相
続
財
産
以
外
の
給
付
は
、
決
し
て
マ

l
ジ
ナ
ル

な
問
題
で
は
な
く
、
配
偶
者
の
相
続
上
の
地
位
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
第
三
が
、
生
前
処
分
な
ど
に
関
す
る
相
続
を
回
避
す
る
予
防
法
学
上

の
措
置
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
遺
留
分
の
な
い
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
状
況
が
そ
の
好
個
の
具
体
例
で
あ
る
(
〉
・
宏
〉
・

8
)
。

非
嫡
出
子
の
地
位
の
改
善
は
、
当
今
で
は
最
も
よ
く
議
論
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
実
際
に
、
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
西
ド
イ
ツ
が
、

法
改
正
を
行
っ
て
、
非
嫡
出
子
の
相
続
権
を
承
認
し
た
。
但
し
、
非
嫡
出
子
の
相
続
権
は
、
家
族
の
保
護
と
矛
盾
し
て
お
り
、
か
っ
、
そ
の
点

を
お
い
て
も
、
同
様
に
近
年
の
潮
流
で
あ
る
配
偶
者
相
続
権
の
強
化
と
も
対
立
す
る
。
但
し
、
非
嫡
出
子
と
嫡
出
子
の
平
等
は
、
人
道
的
、
思

想
的
理
由
で
不
可
逆
的
に
進
行
し
て
い
る
(
〉
・
ま
)
。

遺
留
分
に
関
し
て
は
、
各
国
法
は
様
々
で
あ
る
。
但
し
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
遺
留
分
で
は
な
く
裁
判
官
に
よ
る
遺
産
分
割
に
よ
っ
て
だ
が
、

具
体
的
な
扶
養
の
必
要
性
を
柔
軟
に
審
査
し
て
い
る
。
他
方
で
、
ド
イ
ツ
法
は
、
相
続
人
た
る
子
が
、
健
常
者
か
障
害
者
か
、
豊
か
か
貧
困
か

な
ど
の
具
体
的
事
情
は
、
遺
留
分
と
全
く
関
係
し
な
い
。
さ
ら
に
、
遺
留
分
自
体
は
認
め
て
も
、
北
欧
、
社
会
主
義
国
の
よ
う
に
、
扶
養
の
必
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説

要
性
を
考
慮
し
て
遺
留
分
の
内
容
を
決
し
て
い
る
法
秩
序
も
存
在
す
る
。
但
し
、
扶
養
の
要
請
を
遺
留
分
に
反
映
す
る
か
否
か
は
、
扶
養
の
必

要
な
者
に
保
護
を
与
え
る
の
は
、
国
家
か
私
人
か
と
い
う
考
え
方
の
対
立
に
帰
す
る
。
相
続
人
の
要
扶
養
性
を
遣
問
問
分
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う

考
え
方
は
、
ド
イ
ツ
法
に
は
異
質
に
映
る
。
要
扶
養
性
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
結
局
は
、
相
続
財
産
の
分
配
を
通
じ
て
の
、
兄
弟
聞
の
扶
養
義

務
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
要
扶
養
性
を
相
続
で
考
慮
す
る
方
法
に
は
、
様
々
な
可
能
性
が
考
え
得
る
。
例
え
ば
、
法
定
遺
贈
を

要
扶
養
者
に
与
え
る
な
ど
の
方
法
で
あ
る
。
以
上
の
問
題
を
十
分
考
え
抜
い
て
み
る
こ
と
は
、
法
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
不
可
欠
の
課
題
で
あ

ろ
、
つ
(
〉

-AX--〉・吋{))。

さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
相
続
法
上
の
制
度
で
あ
る
、
農
家
相
続
の
み
な
ら
ず
、
生
産
体
で
あ
る
中
小
企
業
の
単
子
へ
の
特
定
相
続
の
ル

l
ル

は
、
参
照
に
値
す
る
(
〉
U
O
)
。

以
上
の
よ
う
な
比
較
法
的
な
成
果
に
立
脚
し
て
、
従
来
ド
イ
ツ
法
に
な
か
っ
た
問
題
視
角
を
考
慮
の
上
で
、
改
正
作
業
が
進
め
ら
れ
る
べ
き

だ
と
い
う
の
が
、
フ
ア
シ
リ
デ
ス
の
主
張
で
あ
る
(
〉
・

J

コ)。
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※
本
稿
は
、
平
成
一
三
年
度
1
平
成
一
六
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
補
助
金
(
基
盤
研
究

(
B
)
(
2
)
研
究
代
表
者
・
・
松
久
三
四
彦
)
、
平
成
一
五

年
度
i
平
成
一
七
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
補
助
金
(
基
盤
研
究

(
C
)
(
2
)
研
究
代
表
者
・
・
大
塚
龍
児
)
、
お
よ
び
、
平
成
一
六
年
度
1
平
成

一
八
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
補
助
金
(
基
盤
研
究

(
C
)
(
2
)
研
究
代
表
者
・
・
藤
原
正
則
)
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

北法55(3・124)1030


